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『
記
』
『
紀
』
を
通
読
し
て
み
る
と
、
同
じ
テ
ー
マ
の
説
話
が
繰
り
返
さ
れ
、

そ
の
登
場
人
物
た
ち
に
も
共
通
す
る
色
彩
か
お
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の

指
摘
が
あ
る
し
、
か
か
る
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
『
記
』
『
紀
』
を
一
読

す
れ
ば
容
易
に
把
握
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
容
易
に
把
握
さ
れ

る
か
か
る
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
の
持
つ
意
味
の
追
究
は
、
従
来
の
研
究
で
は

部
分
的
に
し
か
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

尚

　
そ
の
原
因
は
、
『
記
』
『
紀
』
の
説
話
を
理
解
す
る
枠
組
み
（
づ
フ
ダ
イ
ム
）

が
、
長
い
『
記
』
『
紀
』
研
究
の
先
行
業
績
に
よ
り
固
定
化
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
記
』
『
紀
』
は
正
し
く
批
判
し
さ
え
す
れ

ば
、
そ
れ
が
対
象
と
し
て
い
る
時
代
の
史
実
を
導
き
出
せ
る
と
い
う
代
表
的

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
固
定
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
旦
、
先
行
業
績
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
無
視
し
て
、
単

に
「
説
話
と
登
場
人
物
が
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
」
と
い
う
素
朴
な
事
実
の
み

に
立
脚
す
れ
ば
、
『
記
』
『
紀
』
の
諸
説
話
が
単
純
な
原
型
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
天
皇
歴
代
が
構
想
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さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
成
立
す
る
。
こ
の
理
解
の
筋
道
は
、
「
繰
り
返

し
パ
タ
ー
ン
」
の
理
解
の
方
法
論
と
し
て
き
わ
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
『
記
』
『
紀
』
に
は
「
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
」
が
存
在
す
る
と
い
う
事

実
に
も
基
づ
い
て
い
る
。
か
か
る
理
解
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
『
記
』
『
紀
』

は
単
純
な
創
作
物
語
を
骨
子
と
し
て
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
の

枠
組
み
が
、
本
稿
の
副
題
で
あ
る
「
記
紀
理
解
の
新
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
な
の
で

あ
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
説
話
の
登
場
人
物
、
な
か
ん
ず
く
天
皇
の
名
に
こ
だ
わ
り
、

そ
れ
が
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
次
に
彼
ら
に
付
さ
れ
た
説
話
が
「
繰
り
返

尚
　
し
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
「
記
紀
理
解
の
新
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が

　
　
　
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
　
　
　
ま
ず
、
天
皇
名
な
ど
個
人
名
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
個

田
　
人
に
付
さ
れ
た
名
に
つ
い
て
注
目
し
ヽ
八
世
紀
代
の
籍
帳
を
分
析
し
た
有
名

奥
　
な
研
究
に
、
岸
俊
男
氏
の
も
の
が
あ
り
、
最
近
で
は
関
和
彦
氏
や
中
田
興
吉

　
　
　
氏
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
初
代
天
皇
神
武
以
降
の
古
代
天
皇
の
個
人
名
で
あ

　
　
　
る
和
風
謐
号
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
津
田
左
右
吉
氏
や

　
　
　
水
野
祐
氏
の
研
究
が
あ
り
、
最
近
で
は
篠
原
幸
久
氏
の
も
の
が
あ
る
。
津
田

　
　
　
氏
や
水
野
氏
の
和
風
謐
号
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
謐
号
の
う
ち
の
称
号
部
分

　
　
　
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
称
号
を
除
く
部
分
が
対
象
外
で
あ
っ
た
た
め
に
、

　
　
　
た
と
え
ば
黛
弘
道
氏
は
残
る
部
分
に
関
す
る
疑
問
を
提
起
し
た
。
こ
の
残
る
高
崎
正
秀
氏
の

し
か
し
一
般
的
に
み
れ
ば
、
『
記
』
『
紀
』
の
天
皇
の
個
人
名
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
一
五
代
応
神
か
ら
二
六
代
継
体
ま
で
の
部
分
は
問
題
に
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
か
っ
た
。
こ
の
間
の
天
皇
名
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
、
実
名
に

近
い
も
の
と
み
な
す
傾
向
が
強
い
た
め
で
あ
る
。

　
『
紀
』
に
つ
い
て
は
、
坂
本
太
郎
ら
校
注
『
日
本
書
紀
』
上
下
（
岩
波
古
典

文
学
大
系
）
（
以
下
で
は
大
系
本
『
紀
』
と
略
称
す
る
）
が
、
最
も
一
般
性
の
あ

る
頭
注
と
補
注
を
持
つ
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
書
の

「
神
代
上
・
下
」
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
神
々
の
名
を
古
代
日
本
語
で
解

釈
し
た
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
大
系
本
の
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事

記
』
の
神
代
の
部
分
で
も
同
様
で
、
な
る
べ
く
神
名
を
古
代
日
本
語
で
解
釈

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
神
武
以
降
の
歴
代
天
皇
の
部
分
に
な
る
と
、
両
書
と
も
に
古
代

日
本
語
で
天
皇
名
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
系
本
『
紀
』
は
、
補
注
に
「
（
一
五
代
応
神
か
ら

二
六
代
）
継
体
ま
で
の
名
は
、
原
則
と
し
て
尊
号
、
即
ち
天
皇
在
世
中
の
名

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
命
名
法
が
ホ
ム
タ
ー
ア
サ
ヅ
マ
ー

ア
ナ
ホ
ー
ハ
ツ
セ
な
ど
の
地
名
、
サ
ザ
牛
な
ど
の
動
物
名
、
ミ
ツ
ハ
・
シ
ラ

ガ
ー
ヲ
ホ
ド
な
ど
の
人
体
に
関
す
る
語
、
オ
ホ
ー
ワ
カ
・
タ
ケ
な
ど
の
素
朴

な
称
辞
、
お
よ
び
ワ
ケ
ー
ス
ク
ネ
な
ど
の
、
よ
り
古
い
尊
称
な
ど
を
要
素
と

し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
単
純
な
組
み
合
せ
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
で
地
名
と
さ
れ
る
ホ
ム
タ
　
（
応
神
）
、
人
体
に
関
す
る
語
と
さ

れ
る
ミ
ツ
ハ
　
（
反
正
）
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
す
で
に
別
の
見
解

も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
筆
者
も
一
九
九
二
年
一
月
に
『
記
紀
の
王
者
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像
』
（
松
簸
社
）
を
出
版
し
て
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
見
解
を
公
表
し
た
。
京

都
の
小
出
版
社
か
ら
の
出
版
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
反

響
が
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
に
考
え
た
問
題
も
あ
る
の
で
、
改
め
て
小
著

の
要
点
を
整
理
し
な
が
ら
、
一
七
代
天
皇
反
正
や
二
一
代
天
皇
雄
略
な
ど
の

名
と
、
彼
ら
に
関
す
る
物
語
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

-

小
著
の
到
達
点

　
二
六
代
継
体
ま
で
の
天
皇
の
個
人
名
に
関
す
る
小
著
の
到
達
点
を
、
ま
ず

簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
小
著
は
一
般
読
者
を
想
定
し
た
た
め
に
、
ほ

と
ん
ど
先
行
業
績
を
紹
介
す
る
こ
と
な
く
論
述
し
た
の
で
、
そ
の
点
を
加
味

し
つ
つ
、
必
ず
し
も
小
著
で
の
論
述
順
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
論
点
を
整
理
し
て

述
べ
た
い
。

　
応
神
天
皇
は
「
ホ
ム
タ
ワ
ケ
」
と
い
う
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

大
系
本
『
日
本
書
紀
』
　
の
頭
注
は
、
「
誉
田
は
下
文
の
分
注
に
『
褒
武
多

（
ほ
む
た
）
』
と
あ
り
、
輛
の
古
語
と
し
て
い
る
。
（
中
略
）
。
記
に
品
陀
真
若

王
（
皇
后
仲
姫
の
父
）
の
名
も
見
え
る
か
ら
、
ホ
ム
タ
は
地
名
か
」
と
す
る
。

ま
た
「
褒
武
多
」
に
つ
い
て
も
頭
注
に
、
「
記
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
分
注
の

は
じ
め
の
一
節
は
上
の
説
話
を
誉
田
天
皇
と
い
う
名
の
由
来
と
す
る
た
め
に

強
い
て
付
し
た
説
明
で
、
上
古
に
鞘
を
ホ
ム
タ
と
い
っ
た
例
は
な
い
と
い

う
」
と
す
る
。
さ
ら
に
補
注
で
は
、
奈
良
時
代
に
鞘
を
ホ
ム
タ
と
い
っ
た
確

実
な
資
料
が
な
い
こ
と
、
同
時
代
に
は
輛
は
ト
モ
と
い
っ
て
ホ
ム
タ
と
い
わ

な
か
っ
た
か
ら
「
上
古
時
俗
」
以
下
の
説
明
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、

こ
の
部
分
の
輛
は
す
べ
て
ト
モ
と
読
ん
で
も
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
を

記
す
。

　
ホ
ム
タ
が
上
宮
記
逸
文
に
応
神
に
あ
た
る
人
名
が
「
凡
牟
都
和
希
」
と
記

さ
れ
、
『
記
』
に
垂
仁
皇
子
が
「
品
牟
都
和
気
」
と
記
さ
れ
る
人
物
と
同
一

の
「
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
」
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
は
、
吉
井
巌
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
著
に
も
紹
介
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。

　
ホ
ム
タ
ワ
ケ
（
応
神
）
の
名
を
地
名
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
説

を
み
て
お
こ
う
。
黒
田
達
也
氏
は
、
「
ホ
ム
タ
（
地
名
）
十
ワ
ケ
（
称
号
）
」
と
い

う
理
解
に
反
対
し
、
確
実
な
「
地
名
十
称
号
」
の
例
は
神
武
の
「
イ
ハ
レ

（
地
名
）
十
ヒ
コ
（
称
号
）
」
　
に
す
ぎ
ず
、
神
武
同
様
に
応
神
は
非
実
在
の
人
物

で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
論
拠
と
し
た
。
た
だ
し
黒
田
氏
は
、
ホ
ム
タ
ワ
ケ

の
名
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
述
べ
て
い
な
い
。

　
応
神
ホ
ム
タ
ワ
ケ
の
名
に
関
す
る
『
紀
』
の
伝
承
を
認
め
て
よ
い
と
し
、

肉
体
の
一
部
に
武
具
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
た
の
が
、

篠
原
幸
久
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
篠
原
幸
久
氏
は
別
の
論
文
で
も
同
じ
主
旨
を

主
張
し
、
「
輛
の
王
」
の
鞘
つ
ま
り
ホ
ム
タ
が
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
ト
モ

が
一
般
的
な
読
み
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
「
輛
の
王
」
に
オ
ホ
ト
モ
ワ
ケ

の
別
名
が
生
じ
た
と
し
た
。

　
既
述
の
ご
と
く
す
で
に
大
系
本
『
紀
』
の
頭
注
や
補
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、

古
代
に
「
輛
」
を
「
ホ
ム
タ
」
と
読
ん
だ
実
例
は
な
い
。
実
例
が
な
い
以
上
、

「
輛
」
を
ホ
ム
タ
と
読
ん
だ
こ
と
を
前
提
に
立
論
し
た
篠
原
説
に
従
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
。

　
筆
者
は
、
ホ
ム
タ
ワ
ケ
を
　
「
ホ
十
ム
タ
十
ワ
ケ
」
　
で
あ
る
と
考
え
た
。
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「
ホ
」
　
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
ー
オ
シ
　
「
ホ
」
　
ミ
ミ
ー
「
ホ
」
　
ノ
ニ
ニ
ギ
ー
ヒ
コ

ー４
　
「
ホ
ホ
」
デ
ミ
ー
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ー
神
武
（
ヒ
コ
「
ホ
ホ
」
デ
ミ
）
の
系

ぐ
　
譜
中
に
み
ら
れ
る
「
ホ
」
で
あ
り
、
種
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
複
合
し
た
も
の
で

　
　
　
あ
る
。
「
ム
タ
」
は
『
万
葉
集
』
に
用
例
か
お
る
よ
う
に
「
一
緒
に
」
・
「
共

　
　
　
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
応
神
の
別
名
の
オ
ホ
ト
モ
ワ
ケ
の
「
ト
モ
」
と

　
　
　
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
応
神
ホ
ム
タ
ワ
ケ
を
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
音
で
あ
る
垂
仁

　
　
　
皇
子
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
、
そ
の
別
名
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
名
に
も
明
解
が
え
ら
れ
る
。

　
　
　
す
な
わ
ち
「
ホ
十
ム
ツ
十
ワ
ケ
」
、
「
ホ
十
ム
チ
十
ワ
ケ
」
で
あ
り
、
「
ム
ツ
」

尚
　
は
「
睦
ま
じ
い
」
意
味
で
、
「
ム
チ
」
は
親
し
み
を
込
め
た
「
貴
い
人
や
神
」

　
　
　
の
意
味
で
あ
る
。
ホ
ム
タ
ワ
ケ
〔
「
ホ
」
と
一
緒
の
ワ
ケ
（
称
号
）
〕
と
、
ホ

　
　
　
ム
ツ
ワ
ケ
（
「
ホ
」
と
睦
ま
じ
い
ワ
ケ
）
と
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
（
「
ホ
」
と
親
し
い
貴

田
　
人
の
ワ
ケ
゛
は
ヽ
す
べ
て
「
『
ホ
』
に
近
し
い
関
係
」
と
い
う
同
一
の
意
味
に

奥
　
　
な
る
。

　
　
　
　
神
武
の
別
名
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
武
の
祖
父
の
名
と
Ｉ

　
　
　
致
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
津
田
左
右
吉
氏
の
指
摘
か
お
る
。
こ
の
ヒ
コ
ホ
ホ

　
　
　
デ
ミ
の
名
は
、
「
ヒ
コ
十
ホ
ホ
十
デ
十
ミ
」
で
あ
り
、
「
ヒ
コ
」
は
称
号
、

　
　
　
「
ホ
ホ
」
は
「
ホ
」
の
強
調
、
「
デ
」
は
「
出
る
・
出
現
す
る
・
現
わ
れ
る
」
、

　
　
　
「
ミ
」
は
「
霊
」
で
あ
る
。
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
は
「
『
ホ
』
が
出
現
す
る
霊
」
の

　
　
　
意
味
で
あ
り
、
「
『
ホ
』
霊
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
応
神
ら
の
「
『
ホ
』

　
　
　
と
近
し
い
関
係
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
さ
ら
に
応
神
の
孫
に
あ
た
る
履
中
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
、
「
イ
ザ
十
ホ
十
ワ
ケ
」

　
　
　
で
あ
り
、
「
イ
ザ
」
は
イ
ザ
ナ
キ
ー
イ
ザ
ナ
ミ
の
イ
ザ
と
同
じ
で
「
イ
ザ
と

誘
う
」
で
あ
る
か
ら
、
「
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
」
は
「
い
ざ
と
誘
う
『
ホ
』
の
ワ
ケ
」

で
あ
る
。
こ
れ
も
「
ホ
」
が
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
『
ホ
』
そ
の
も
の
」

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
神
武
ら
の
「
『
ホ
』
霊
」
と
同
一
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
甥
に
あ
た
る
安
康
ア
ナ
ホ
は
、
「
ア
ナ
十
ホ
」
で

あ
り
、
「
ア
ナ
」
は
感
嘆
の
言
葉
の
「
あ
あ
」
で
あ
る
。
「
ア
ナ
ホ
」
は
「
あ

あ
（
と
感
嘆
す
る
）
ホ
」
で
あ
っ
て
、
や
は
り
「
『
ホ
』
そ
の
も
の
」
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
神
武
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
、
垂
仁
皇
子
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
、
同
ホ
ム
チ
ワ
ケ
、

応
神
ホ
ム
タ
ワ
ケ
、
履
中
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
、
安
康
ア
ナ
ホ
は
、
す
べ
て
「
『
ホ
』

そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
『
ホ
』
に
近
し
い
存
在
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら

次
々
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
型
の
ひ
と
り
の
「
『
ホ
』
ミ
コ
」
に

種
々
の
形
容
語
を
付
し
て
、
別
人
物
と
し
て
独
立
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
人
名
群
の
共
通
性
は
、
単
に
名
前
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
神
武
の

祖
父
と
神
武
、
垂
仁
皇
子
と
応
神
、
履
中
、
安
康
と
ク
ル
ー
ピ
ン
ク
す
る
と
、

安
康
を
除
い
て
、
物
語
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
い
ち
い
ち
の
物
語
は
列
挙

し
な
い
が
、
た
と
え
ば
神
武
の
祖
父
は
火
中
に
出
生
す
る
が
、
垂
仁
皇
子
も

火
中
に
出
生
し
、
履
中
は
炎
上
す
る
宮
殿
か
ら
の
脱
出
譚
を
持
つ
よ
う
に
で

あ
る
。
ま
た
神
武
に
は
東
征
物
語
か
お
る
が
、
応
神
に
も
オ
シ
ク
マ
を
打
倒

す
る
東
征
物
語
が
あ
り
、
履
中
も
一
旦
東
へ
向
か
っ
て
そ
こ
か
ら
ス
ミ
ノ
エ

ナ
カ
ツ
を
討
つ
物
語
か
お
る
。
さ
ら
に
一
例
を
加
え
れ
ば
、
神
武
の
祖
父
に

敵
対
し
た
兄
は
隼
人
の
始
祖
で
あ
る
が
、
履
中
に
敵
対
し
た
ス
ミ
ノ
エ
ナ
カ

ツ
は
隼
人
を
近
侍
者
と
し
て
お
り
、
神
武
の
妻
に
隼
人
出
身
者
が
い
る
が
、

応
神
に
も
隼
人
出
身
者
の
妻
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
水
に
関
す
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る
物
語
や
鳥
に
関
す
る
物
語
な
ど
に
共
通
す
る
も
の
か
お
る
。

　
安
康
の
物
語
に
共
通
性
が
な
い
の
は
、
物
語
が
弟
の
雄
略
に
付
さ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
雄
略
に
は
『
紀
』
に
火
中
出
生
物
語
を
配
そ
う
と
す
る
意
図
が

み
え
、
や
は
り
『
紀
』
に
死
後
に
隼
人
が
殉
死
し
た
物
語
が
あ
り
、
近
江
で

敵
対
者
イ
チ
ベ
オ
シ
ハ
を
殺
す
の
は
東
征
物
語
の
変
形
で
あ
る
。

　
物
語
の
分
有
関
係
か
ら
い
え
ば
他
に
も
、
日
本
武
尊
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
分

有
関
係
を
完
備
す
る
。
雄
略
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
名
の
共
通
性

か
ら
み
て
、
雄
略
の
物
語
を
繰
り
返
す
形
で
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
が
形

成
さ
れ
た
関
係
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
継
体
よ
り
も
前
の
部
分
の
『
記
』
『
紀
』
は
、
ひ
と
り
の

「
ホ
」
ミ
コ
の
存
在
と
物
語
か
ら
、
次
々
に
人
名
を
構
想
し
、
物
語
に
ア
レ

ン
ジ
を
加
え
た
も
の
を
中
核
に
成
立
し
た
創
作
物
語
集
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
　
以
上
が
小
著
の
概
略
と
、
部
分
的
な
先
行
研
究
の
紹
介
で
あ
る
が
、
次
に

そ
の
後
に
考
え
た
問
題
で
、
上
の
結
論
を
補
強
す
る
問
題
を
考
え
た
い
。

二
　
反
正
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
名
と
そ
の
登
場

　
履
中
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
同
母
弟
反
正
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
名
に
つ
い
て
は
、
『
記
』

は
「
こ
の
天
皇
、
御
身
の
長
（
だ
け
）
九
尺
二
寸
半
、
御
歯
の
長
さ
一
寸
、

広
さ
二
分
、
上
下
等
し
く
斉
（
と
と
の
）
ひ
て
、
既
に
珠
を
貫
（
ぬ
）
け
る

が
ご
と
く
な
り
き
」
と
す
る
。
『
紀
』
に
は
「
生
（
あ
）
れ
ま
し
な
が
ら
歯
、

一
骨
（
ひ
と
っ
ほ
ね
）
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
、

大
系
本
『
紀
』
は
上
引
の
よ
う
に
身
体
の
一
部
に
よ
る
命
名
と
す
る
が
、
そ

れ
で
は
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
「
ハ
」
を
解
釈
し
た
に
す
ぎ
ず
、
フ
之
ツ
」
は
無
視

し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
以
外
で
は
、
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
名
を
「
瑞
刃
（
ミ
ツ
ハ
）
」
で
あ
り
、

「
瑞
刃
刀
」
の
分
与
な
ど
を
想
定
し
て
説
明
し
た
川
口
勝
康
説
が
あ
る
。
し

か
し
「
瑞
刃
刀
」
は
、
「
刀
」
が
「
瑞
」
つ
ま
り
祥
瑞
な
の
で
あ
り
、
「
刃
」

が
「
瑞
」
で
は
な
い
か
ら
、
「
瑞
刃
刀
」
か
ら
「
刀
」
を
省
略
す
る
と
意
味

が
な
く
な
る
。
「
瑞
刃
」
は
た
し
か
に
「
刀
剣
」
を
連
想
さ
せ
は
す
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
反
正
記
紀
に
ほ
と
ん
ど

刀
剣
に
関
係
す
る
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
　
「
ミ
ツ
ハ
」
は
、
小
著
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
水
の
神

「
ミ
ツ
ハ
ノ
メ
神
」
（
『
記
』
で
は
佃
都
波
能
売
神
、
『
紀
』
で
は
岡
象
女
）
に
由
来

す
る
。
ミ
ッ
ハ
ノ
メ
の
「
ノ
メ
」
は
「
の
女
」
で
あ
る
か
ら
、
水
神
は
「
ミ

ツ
ハ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ツ
ハ
の
ミ
ツ
は
「
永
」
を
意
昧
し
、
「
ハ
」

は
「
刃
」
で
水
の
清
烈
さ
の
表
現
と
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
履
中

イ
ザ
ホ
ワ
ケ
が
イ
ザ
ナ
キ
ー
イ
ザ
ナ
ミ
の
イ
ザ
に
由
来
す
る
よ
う
に
、
ミ
ツ

ハ
ワ
ケ
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
尿
が
化
成
し
た
水
神
ミ
ツ
ハ
に
由
来
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
名
は
、
仁
徳
記
の
系
譜
部
分
で
は
「
腹
之
永
歯
別
（
た
ぢ

ひ
の
み
っ
は
わ
け
）
」
、
反
正
紀
で
は
「
多
遅
比
瑞
歯
別
（
た
ぢ
ひ
み
っ
は
わ

け
）
」
で
あ
る
。
ま
た
反
正
記
に
は
「
多
治
比
之
柴
垣
宮
」
に
統
治
し
た
と

あ
る
。
タ
ヂ
ヒ
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
「
タ
ヂ
ヒ
」
は
、
『
記
』
で
は
宮
名
に
由
来

す
る
。
『
紀
』
で
は
「
瑞
井
」
と
い
う
井
戸
が
あ
り
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
産
湯
と
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し
た
が
、
そ
の
井
戸
に
「
多
遅
花
（
た
ぢ
は
な
）
」
が
生
え
て
い
た
が
、
「
多

う６
　
遅
花
」
は
今
の
「
虎
杖
（
植
物
の
「
い
た
ど
り
」
）
花
」
で
あ
る
の
で
、
タ
ヂ

ぐ
　
　
ヒ
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
天
皇
と
命
名
し
た
と
あ
る
。

　
　
　
　
井
戸
と
植
物
と
い
う
組
み
合
せ
は
、
す
で
に
神
話
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
海

　
　
　
神
の
宮
訪
問
譚
に
み
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ

　
　
　
こ
で
は
、
井
戸
が
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
に
関
係
し
て
反
正
紀
に
み
え
る
こ
と
だ
け
を

　
　
　
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
は
水
神
の
名
そ
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
荘
戸
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
反
正
記
で
は
タ
ヂ
ヒ
は
宮
号
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
「
タ
ヂ
ヒ
」
の
地
名

尚
　
　
は
履
中
記
の
物
語
に
登
場
す
る
。
履
中
記
で
は
、
ス
ミ
ノ
エ
ナ
カ
ツ
ミ
コ
に

　
　
　
放
火
さ
れ
炎
上
す
る
宮
殿
か
ら
臣
下
に
救
い
出
さ
れ
た
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
、
途

　
　
　
中
の
「
多
遅
比
野
（
た
ぢ
ひ
の
）
」
で
目
覚
め
、
臣
下
に
事
情
を
問
っ
て
、

田
　
「
タ
ヂ
ヒ
ノ
に
寝
む
と
知
り
せ
ば
ヽ
立
薦
令
゜
ご
も
゛
も
持
ち
て
来
（
こ
）

奥
　
ま
し
も
の
、
寝
む
と
知
り
せ
ば
」
と
歌
っ
た
と
あ
る
。
履
中
紀
で
は
目
覚
め

　
　
　
た
場
所
を
河
内
国
埴
生
坂
と
し
、
そ
の
部
分
に
は
「
歌
」
が
な
い
。

　
　
　
　
多
遅
比
の
「
遅
」
の
字
は
『
紀
』
で
は
「
チ
（
に
）
」
の
音
に
も
使
う
か
ら
、

　
　
　
タ
ヂ
ヒ
は
タ
チ
ヒ
と
も
よ
め
る
。
ま
た
上
引
の
歌
で
は
タ
ヂ
ヒ
と
「
立
薦
」

　
　
　
が
音
の
上
で
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
か
ら
、
「
タ
ヂ
ヒ
」
は
「
タ
チ
（
立
）
・

　
　
　
ヒ
（
火
）
」
で
あ
る
。
放
火
さ
れ
炎
上
す
る
つ
ま
り
「
火
が
立
つ
」
こ
と
か

　
　
　
ら
、
こ
の
地
名
が
発
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
火
」
の
古
形
が
「
ホ
」

　
　
　
で
あ
り
、
「
ホ
」
ミ
コ
の
ひ
と
り
が
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
で
あ
る
か
ら
、
タ
ヂ
ヒ
は

　
　
　
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
の
名
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
逃
げ
の
び
て
石
上
神
宮
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
履
中
記
紀
と

も
に
、
そ
こ
へ
突
如
と
し
て
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
が
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
に
面
会
を
求
め
て

登
場
す
る
。
こ
こ
か
ら
物
語
の
主
人
公
が
入
れ
替
わ
り
、
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
に
よ

る
ス
ミ
ノ
エ
ナ
カ
ツ
ミ
コ
打
倒
の
物
語
と
な
る
。
物
語
の
前
半
が
イ
ザ
ホ
ワ

ケ
の
受
難
物
語
で
あ
り
、
後
半
が
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
復
昔
物
語
で
あ
る
。
前
後

一
貫
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
＝
ミ
ッ
ハ
ワ
ケ
と
想
定
せ
ざ
る
を

え
な
い
。

　
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
ス
ミ
ノ
エ
ナ
カ
ツ
ミ
コ
は
「
ス
ミ
ノ
エ

（
江
に
住
む
）
・
ナ
カ
ツ
ミ
コ
（
中
の
ミ
コ
）
」
で
あ
り
、
「
江
に
住
む
ミ
コ
」
で

一
種
の
水
神
で
あ
る
。
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
直
接
に
は
「
火
に
誘
う
ワ
ケ
」
で
あ

る
か
ら
、
「
火
」
が
「
水
」
に
は
勝
て
な
い
の
で
、
弟
と
し
て
水
神
そ
の
も

の
の
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
を
登
場
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
、
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
「
オ
ホ
エ
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
」
（
仁
徳
記
「
大

江
之
伊
邪
本
和
気
」
・
仁
徳
紀
「
大
兄
去
来
穂
別
」
）
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
大
き

な
江
」
の
ミ
コ
（
ワ
ケ
）
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
オ
ホ
エ
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は

「
水
」
と
「
火
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
複
合
し
た
名
で
あ
り
、
「
江
に
住
む
」
ミ
コ

だ
け
の
ス
ミ
ノ
エ
ナ
カ
ツ
ミ
コ
に
勝
利
で
き
る
。
し
か
し
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
は
、

炎
上
す
る
宮
殿
か
ら
臣
下
に
救
出
さ
れ
て
逃
げ
だ
し
、
途
中
で
目
覚
め
る
と

い
う
「
火
中
出
生
」
の
変
形
の
物
語
の
主
人
公
と
し
て
、
「
火
」
の
性
格
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
己
の
「
オ
ホ
エ
」
と
い
う
「
水
」
の
性
格
を
別

人
物
、
つ
ま
り
水
神
そ
の
も
の
の
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
と
し
て
強
調
せ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
大
略
の
部
分
は
す
で
に
小
著
で
も
指
摘
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
考

え
が
及
ば
な
か
っ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
が
東
へ
逃
げ
る
の

-
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は
と
も
か
く
と
し
て
、
な
ぜ
「
石
上
神
宮
」
へ
逃
げ
込
む
の
か
、
そ
こ
へ
突

如
と
し
て
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
が
現
わ
れ
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
突
如
の
登
場
は
、
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
誕
生
を
暗
示
す
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ツ
ハ
の
「
ハ
」
に
「
刃
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ

れ
か
ら
副
次
的
に
「
刀
剣
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
派
生
し
う
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
石
上
神
宮
に
は
「
武
器
庫
」
の
性
格
が
あ
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
武
器
庫
の
石
上
神
宮
は
、
「
ハ
」
ワ
ケ
の
誕

生
地
と
し
て
は
最
適
で
あ
る
。

　
残
る
ミ
ツ
つ
ま
り
「
水
」
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
石
上
神
宮
と
は
直

接
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
石
上
神
宮
の
「
石
上
」
の
読
み
の
「
イ
ソ

ノ
カ
ミ
」
を
考
え
れ
ば
、
「
イ
ソ
」
は
「
磯
」
つ
ま
り
「
水
辺
」
で
あ
り
、

「
カ
ミ
」
は
「
上
」
で
あ
る
か
ら
、
「
イ
ソ
ノ
カ
ミ
」
は
「
水
辺
の
上
」
で
あ

り
、
「
水
」
の
縁
語
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
が
石
上
神
宮
に
突

如
登
場
す
る
こ
と
は
、
「
水
辺
の
ミ
コ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
構
想
さ

れ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
「
水
辺
の
ミ
コ
」
に
つ
い
て
、
項
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
　
こ

こ
で
は
さ
ら
に
も
う
一
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
注
（
1
4
）
に
も

記
し
た
「
ハ
」
と
「
ホ
」
の
音
転
の
関
係
で
あ
る
。
上
代
語
で
は
「
ａ
」
音

と
「
‥
ｏ
」
音
の
交
替
は
し
ば
し
ば
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
漢
字
の
「
方
」
に

は
「
ホ
ウ
」
と
「
ハ
ウ
」
の
音
か
お
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
ハ
（
Ｆ
）
」

と
「
ホ
「
邑
」
の
音
の
近
似
性
を
示
す
も
の
で
、
両
音
は
容
易
に
転
音
す

る
と
み
て
よ
い
。

　
つ
ま
り
ミ
ツ
「
ハ
」
は
ミ
ツ
「
ホ
」
と
近
似
音
で
あ
り
、
容
易
に
転
音
す

る
か
ら
、
ミ
ツ
ハ
に
は
ミ
ツ
ホ
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ

ツ
ホ
は
Ｔ
Ｉ
ツ
（
瑞
ま
た
は
水
）
十
ホ
」
で
あ
り
、
「
『
ホ
』
霊
」
の
一
種
で
あ

る
。
イ
ザ
ホ
（
い
ざ
と
誘
う
ホ
）
の
実
体
が
ミ
ツ
ホ
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

ミ
ツ
ホ
の
実
体
が
イ
ザ
ホ
な
の
で
あ
る
。
イ
ザ
ホ
を
「
火
」
に
強
く
関
連
さ

せ
た
結
果
、
ミ
ツ
ホ
は
ミ
ツ
ハ
と
し
て
水
神
そ
の
も
の
に
転
じ
た
に
す
ぎ
な

い
。
そ
う
し
た
上
で
、
イ
ザ
ホ
（
火
）
に
は
オ
ホ
エ
（
大
江
つ
ま
り
水
）
を
付

し
、
ミ
ツ
ハ
（
水
）
に
は
タ
チ
ヒ
（
立
火
つ
ま
り
火
）
を
付
し
て
、
王
者
ら
し

く
「
火
と
水
」
へ
の
支
配
を
暗
示
し
た
の
で
あ
る
。

三
　
水
辺
の
ミ
コ
た
ち

　
『
記
』
『
紀
』
神
話
で
は
原
始
海
洋
に
オ
ノ
ゴ
ロ
島
を
造
り
、
そ
こ
で
イ
ザ

ナ
牛
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
国
生
み
と
神
生
み
を
は
じ
め
る
が
、
す
で
に
こ
こ
に
原

始
海
洋
の
「
水
辺
」
で
の
諸
物
・
諸
神
の
誕
生
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
神
代
記
と
神
代
紀
第
五
段
一
書
第
六
で
、
イ
ザ
ナ
牛
が
黄
泉
国
の
ケ
ガ
レ

を
ミ
ソ
ギ
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
ー
ツ
ク
ヨ
ミ
ー
ス
サ
ノ
ヲ
を
生
む
の
も
、
水
辺

で
の
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。

　
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
ウ
ケ
ヒ
で
、
両
者
の
モ
ノ
ザ
ネ
が
ア
マ
ノ
マ

ナ
ヰ
（
『
記
』
「
天
之
真
名
井
」
・
『
紀
』
「
天
真
名
井
」
）
と
い
う
井
戸
で
振
り
す
す

が
れ
、
そ
れ
を
噛
み
砕
い
た
息
吹
か
ら
神
々
が
誕
生
す
る
が
、
こ
れ
ら
の

神
々
も
水
辺
に
誕
生
す
る
ミ
コ
で
あ
る
。

　
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
子
の
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
場
合
は
明
瞭
で
、
海
神
の

娘
の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
海
辺
の
ナ
ギ
サ
で
ウ
ガ
ヤ
を
生
む
。
ウ
ガ
ヤ
の
名
に
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「
ヒ
コ
ナ
ギ
サ
タ
ケ
」
と
「
ナ
ギ
サ
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
明
ら
か

Ｉ８
　
　
で
あ
る
。

ぐ
　
　
　
ウ
ガ
ヤ
の
長
子
に
イ
ツ
セ
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
「
セ
」
は
大

　
　
　
系
本
『
紀
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
神
稲
」
の
意
味
で
も
あ
る
が
、
ま
た

　
　
　
「
瀬
」
で
も
あ
り
、
「
瀬
」
に
は
「
水
の
浅
い
と
こ
ろ
」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、

　
　
　
こ
れ
も
水
辺
の
ミ
コ
で
あ
る
。

　
　
　
　
神
武
記
に
は
神
武
の
皇
后
の
出
生
が
、
川
を
流
れ
下
る
美
和
（
三
輪
）
の

　
　
　
大
物
主
神
と
の
関
係
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
水
辺
の
誕
生
譚
の
一
種
で

　
　
　
あ
る
。

尚
　
　
ま
た
神
武
記
に
は
、
神
武
は
狭
井
河
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
皇
后
の
家
で
Ｉ

　
　
　
夜
を
す
ご
し
、
ヒ
コ
ヤ
ヰ
と
カ
ム
ヤ
ヰ
が
生
ま
れ
た
と
あ
る
の
も
、
そ
の
例

　
　
　
で
あ
る
。

ｍ
　
　
応
神
に
つ
い
て
は
ヽ
神
功
記
に
誕
生
地
が
「
宇
美
Ｉ
み
と
ヽ
神
功
紀
に

奥
　
「
宇
溺
（
う
み
）
」
で
あ
る
の
は
、
「
海
（
う
み
）
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
応
神

　
　
　
紀
に
誕
生
地
を
「
蚊
田
（
か
た
）
」
と
す
る
の
は
「
潟
（
か
た
）
」
を
意
味
す

　
　
　
る
こ
と
は
、
小
著
で
も
述
べ
た
。
水
辺
の
誕
生
で
あ
る
。

　
　
　
　
応
神
が
水
辺
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
岡
田
精
司
氏
な
ど
の
指
摘

　
　
　
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
折
口
信
夫
氏
に
も
水
辺
に
誕
生
す
る
ミ
コ
に
関
す
る

　
　
　
論
文
が
あ
る
。
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
「
襖
ぎ
（
み
そ
ぎ
）
」
と
関
係
さ
せ

　
　
　
る
、
「
産
湯
（
う
ぶ
ゆ
）
」
と
関
係
さ
せ
る
、
「
八
十
嶋
祭
」
と
関
係
さ
せ
る
な

　
　
　
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
こ
の
う
ち
で
と
く
に
問
題
か
お
る
の
は
、
八
十
嶋
祭
と
関
係
さ
せ
る
岡
田

　
　
　
説
の
場
合
で
あ
る
。
岡
田
説
は
八
十
嶋
祭
の
起
源
を
五
世
紀
代
に
は
大
王
家

の
私
的
な
族
長
就
任
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
し
、
こ
れ
を
河
内
大
王
家

の
実
在
と
結
合
さ
せ
る
。
八
十
嶋
祭
の
文
献
上
の
初
出
は
『
文
徳
実
録
』
の

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
す
ぎ
ず
、
阪
下
圭
八
氏
の
ご
と
く
『
続
日
本
紀
』

の
天
皇
の
難
波
行
幸
を
こ
れ
に
関
連
さ
せ
て
、
八
世
紀
代
で
の
実
施
を
推
定

す
る
意
見
も
あ
る
が
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
八
世
紀
を
さ
か
の
ぼ
り
え

　
岡
田
氏
は
祭
神
が
人
格
神
で
は
な
く
精
霊
で
あ
る
こ
と
、
巫
女
が
祭
儀
の

中
心
で
あ
る
こ
と
、
祭
場
が
難
波
津
で
あ
る
こ
と
、
「
八
十
嶋
祭
」
と
い
う

名
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
祭
儀
で
あ
る
と
し
た
。
人
格
神
と
精
霊
は
一

般
的
に
い
え
ば
人
格
神
が
新
し
い
要
素
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る

が
、
新
し
い
時
代
な
ら
ば
す
べ
て
人
格
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え

な
い
。
巫
女
の
問
題
も
同
様
で
、
と
く
に
古
い
時
代
し
か
巫
女
が
中
心
に
な

る
例
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
祭
儀
の
場
所
が
難
波
津
で
あ
る
の
は
、
宮
の

所
在
地
が
奈
良
に
せ
よ
京
都
に
せ
よ
、
側
近
の
海
が
そ
こ
に
し
か
求
め
ら
れ

な
い
結
果
で
あ
る
。
「
八
十
嶋
」
の
名
称
が
「
大
八
州
」
よ
り
も
古
い
と
は

い
え
て
も
、
そ
れ
が
五
世
紀
代
に
確
実
に
存
在
し
た
こ
と
は
実
証
で
き
な
い
。

つ
ま
り
八
十
嶋
祭
が
五
世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
の
実
証
は
不
可
能
で
あ

り
、
河
内
大
王
家
の
実
在
を
八
十
嶋
祭
か
ら
実
証
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能

で
あ
る
。

　
八
十
嶋
祭
の
中
心
は
岡
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
江
家
次
第
』
に

「
神
祇
官
御
琴
を
弾
き
、
女
官
御
衣
の
筥
を
披
き
て
振
る
」
と
あ
る
点
に
あ

る
。
衣
を
振
る
こ
と
は
、
衣
に
霊
を
付
着
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、
衣
は
天

皇
の
象
徴
で
あ
る
が
、
岡
田
氏
は
「
大
八
洲
之
霊
」
を
付
着
さ
せ
る
と
推
定
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す
る
。
岡
田
氏
は
同
資
料
に
「
典
侍
一
人
を
以
て
使
と
な
す
〈
多
く
は
御
乳

母
を
用
ふ
〉
」
と
あ
る
こ
と
を
、
淡
路
島
の
海
人
部
の
女
性
が
湯
坐
と
し
て

皇
子
の
養
育
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
生
み
神
話
の
原
型
の
発

生
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
。
岡
田
氏
は
、
治
世
の
初
め
に
あ
た
っ
て
新
帝

に
「
大
八
洲
の
霊
」
を
付
着
さ
せ
、
国
土
の
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
呪
術

的
に
保
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
と
し
、
八
十
嶋
祭
が
大
嘗
祭

の
翌
年
に
行
な
わ
れ
た
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
と
す
る
。

　
岡
田
氏
の
推
定
の
ご
と
く
、
「
大
八
洲
の
霊
」
を
新
帝
に
付
着
さ
せ
国
土

の
支
配
者
た
る
資
格
を
付
与
す
る
呪
術
な
ら
ば
、
そ
れ
は
即
位
の
祭
典
た
る

大
嘗
祭
の
一
部
と
し
て
挙
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
大
嘗
祭
の
事
後
に
行
な

わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
大
嘗
祭
の
ひ
と
つ
の
中
心
に
は
、
天
皇
霊
を
新
帝

に
付
着
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
「
大
八
洲
の
霊
」
と
い
っ
た
国
土
の
支
配
霊

は
天
皇
霊
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
霊

と
は
別
に
そ
う
し
た
国
土
の
支
配
霊
が
分
離
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
新
帝

の
誕
生
は
支
配
権
を
有
さ
な
い
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
大
嘗
祭

の
本
質
に
欠
落
が
生
じ
る
。

　
八
十
嶋
祭
は
大
嘗
祭
の
事
後
に
行
な
わ
れ
る
以
上
、
そ
れ
は
す
で
に
成
立

し
た
新
帝
が
行
な
う
儀
式
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
同
祭
で

神
琴
が
弾
か
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
霊
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
は
そ
の
土
地
の
霊
と
は
限
ら
ず
、
衣
に
付
着
し
た
天
皇
霊
で

あ
っ
て
も
差
し
支
え
ず
、
ま
た
衣
を
振
る
こ
と
も
、
魂
を
呼
び
起
こ
す
儀
式

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
使
者
と
し
て
「
乳
母
」
が
多
く
任
命
さ
れ
る
の
は
、

形
式
的
に
せ
よ
「
乳
母
」
を
必
要
と
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、

「
乳
母
」
が
え
ら
れ
ず
と
も
女
性
が
不
可
欠
の
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
女
性
が
不
可
欠
な
儀
式
の
典
型
は
疑
似
出
産
や
幼
児
養
育
な
ど
で

あ
ろ
う
か
ら
、
同
祭
の
中
心
は
そ
こ
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
同
祭
の
中
心
神
は
当
初
は
「
生
嶋
神
・
足
嶋
神
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

「
生
嶋
神
」
は
「
嶋
生
み
神
」
で
あ
り
、
「
足
嶋
神
」
は
「
嶋
足
ら
し
（
充
分

に
さ
せ
る
）
神
」
（
嶋
を
育
て
て
充
分
に
な
ら
せ
る
神
）
で
あ
る
。
嶋
の
誕
生
と

養
育
が
主
題
と
な
る
か
ら
、
「
乳
母
」
あ
る
い
は
女
性
が
不
可
欠
な
の
で
あ

る
。
確
か
に
岡
田
氏
も
い
う
よ
う
に
、
国
生
み
神
話
を
背
景
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
神
話
に
基
づ
い
て
こ
の
祭
儀
が
成
立
し
た
の
か
、
祭
儀
に
基
づ

い
て
神
話
が
抽
出
さ
れ
た
の
か
は
、
し
ょ
せ
ん
水
掛
論
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
同
祭
の
衣
は
天
皇
霊
の
継
承
を
お
え
た
新
帝
霊
　
　
3
5
6

の
象
徴
で
あ
り
、
神
琴
を
か
き
な
ら
し
て
「
嶋
生
み
神
（
生
嶋
神
）
」
と
新
帝
　
　
一

霊
を
呼
び
覚
ま
し
、
そ
の
交
合
に
よ
っ
て
島
々
を
次
々
に
生
み
出
し
て
い
く

儀
式
が
同
祭
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
嶋
足
ら
し
神
」
に
よ
る
産
湯
な
ど

の
養
育
儀
礼
が
付
属
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
岡
田
氏
の
い
う
よ
う

に
支
配
者
の
資
格
付
与
の
呪
術
的
保
証
で
は
な
く
、
支
配
権
の
由
来
の
神
事

的
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
支
配
権
の
由
来
の
説
明
を
必
要
と

す
る
事
態
は
、
支
配
権
の
動
揺
と
と
も
に
出
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
祭
の

史
料
的
初
現
で
あ
る
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
を
さ
ほ
ど
さ
か

の
ぼ
る
神
事
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
八
十
嶋
祭
は
、
国
生
み
神
話
に
よ
る
支
配
権
の
由
来
の
説
明

神
事
で
あ
り
、
国
生
み
神
話
も
一
種
の
「
水
辺
に
誕
生
す
る
ミ
コ
（
島
）
」



　
　
　
物
語
で
あ
る
か
ら
、
「
産
湯
」
な
ど
の
儀
式
か
ら
の
発
展
に
す
ぎ
な
い
の
で

Ｉ０
　
　
あ
る
。

１ぐ
　
　
ま
た
八
十
嶋
祭
に
つ
い
て
は
、
岡
田
氏
と
同
じ
く
こ
れ
を
古
い
儀
式
と
理

　
　
　
解
し
た
と
し
て
も
、
倉
塚
嘩
子
氏
の
よ
う
に
応
神
記
紀
そ
の
も
の
を
「
始
祖

　
　
　
神
話
」
と
み
る
見
解
も
成
立
し
、
必
ず
し
も
「
八
十
嶋
祭
」
の
存
在
は
、
応

　
　
　
神
の
実
在
の
証
明
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
と
も
か
く
も
応
神
は
、
水
辺
で
の
誕
生
譚
を
付
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
水

　
　
　
神
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ミ
ツ
ハ
ノ
メ
」
神
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
水
十

　
　
　
刃
（
清
烈
さ
の
表
現
）
十
の
十
女
神
」
　
で
あ
る
か
ら
、
水
神
＝
女
神
で
あ
る
。

尚
　
当
然
に
水
に
関
係
す
る
女
が
間
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

　
　
　
は
折
口
信
夫
氏
が
す
で
に
触
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
笠
井
昌
昭
氏
に
ま
と

　
　
　
ま
っ
た
論
考
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
項
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

奥　　田

四
　
水
に
関
係
す
る
女
た
ち

　
笠
井
氏
は
『
紀
』
の
池
に
関
す
る
す
べ
て
の
記
述
一
三
例
を
列
挙
し
、
そ

れ
を
農
耕
濯
漑
用
の
池
を
造
っ
た
記
事
八
例
、
説
話
中
の
一
素
材
を
な
す
記

事
三
例
、
庭
園
と
し
て
の
池
の
記
事
二
例
に
分
類
す
る
。
そ
の
上
で
説
話
中

に
み
え
る
三
例
（
景
行
紀
四
年
二
月
一
一
日
条
／
仲
哀
紀
八
年
一
月
四
日
条
／
履

中
紀
三
年
一
一
月
六
日
条
）
を
、
景
行
紀
を
中
心
に
分
析
し
た
。

　
景
行
紀
四
年
二
月
一
一
日
条
の
物
語
は
、
次
の
四
段
に
分
か
れ
る
。

①②

景
行
が
美
濃
に
行
幸
し
、
オ
ト
ヒ
メ
と
い
う
佳
人
が
い
る
と
聞
い
た
。

天
皇
は
妃
に
し
よ
う
と
し
て
、
オ
ト
ヒ
メ
の
家
を
訪
問
し
た
が
、
オ

　
　
　
ト
ヒ
メ
は
天
皇
を
避
け
て
竹
林
に
逃
げ
た
。

　
③
　
天
皇
は
オ
ト
ヒ
メ
を
召
そ
う
と
し
て
、
泳
宮
（
く
く
り
み
や
）
の
池

　
　
　
に
鯉
を
放
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
、
オ
ト
ヒ
メ
は
鯉
を
見
よ
う
と
池
の

　
　
　
ほ
と
り
に
現
わ
れ
た
。

　
④
　
オ
ト
ヒ
メ
は
い
っ
た
ん
は
天
皇
に
召
し
だ
さ
れ
た
も
の
の
、
交
接
を

　
　
　
道
を
好
ま
な
い
こ
と
、
容
姿
が
醜
い
こ
と
を
理
由
に
辞
退
す
る
。
代

　
　
　
わ
り
に
姉
の
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
が
容
姿
麗
美
で
貞
潔
な
の
で
、
後
宮

　
　
　
に
入
れ
る
こ
と
を
勧
め
た
。
天
皇
は
そ
れ
に
従
い
、
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ

　
　
　
メ
を
妃
と
し
た
。

　
笠
井
氏
は
こ
の
説
話
の
特
徴
を
③
に
あ
る
と
し
、
ひ
と
り
は
美
人
で
ひ
と

り
は
醜
い
姉
妹
が
天
皇
に
召
さ
れ
、
醜
い
方
は
帰
さ
れ
る
話
と
す
る
。
こ
の

パ
タ
ー
ン
は
す
で
に
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
二
に
み
え
る
、
カ
ム
ア
タ
カ
シ

ツ
ヒ
メ
　
（
ま
た
の
名
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
）
　
と
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
と
同
一
で
あ

り
、
ま
た
垂
仁
紀
一
五
年
二
月
一
〇
日
条
・
同
八
月
一
日
条
の
丹
波
の
五
女

の
物
語
と
同
一
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
原
初
的
形
態
は
、
穀
霊
と
山
ノ
神
・
水
ノ
神
と
の
成
婚

に
あ
り
、
金
田
一
京
助
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
水
ノ
神
は
春
は
美
し
い
豊
饒

の
女
神
と
し
て
田
ノ
神
の
姿
を
と
り
、
秋
の
収
穫
と
と
も
に
醜
く
お
そ
ろ
し

い
石
女
の
姿
と
化
し
て
山
へ
帰
り
山
ノ
神
と
な
る
と
な
る
観
念
に
よ
る
物
語

で
あ
っ
て
、
扇
状
地
に
水
田
農
耕
が
営
ま
れ
た
弥
生
時
代
に
成
立
の
母
胎
を

見
い
だ
せ
る
と
笠
井
氏
は
述
べ
た
。

　
ま
た
上
の
①
か
ら
④
ま
で
の
女
の
変
化
は
、
①
で
は
田
ノ
神
に
な
り
う
る

性
格
を
持
つ
女
が
、
②
で
は
竹
林
に
隠
れ
る
こ
と
で
山
ノ
神
に
変
じ
、
③
の
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泳
宮
（
く
く
り
み
や
）
で
水
を
く
ぐ
る
ミ
ソ
ギ
に
よ
っ
て
、
④
で
は
ヤ
サ
カ

イ
リ
ヒ
メ
（
弥
さ
か
＝
い
よ
い
よ
の
栄
え
）
つ
ま
り
田
ノ
神
に
変
じ
る
と
笠
井

氏
は
い
う
。
さ
ら
に
オ
ト
ヒ
メ
の
オ
ト
は
ヲ
ト
で
あ
り
、
ヲ
ト
は
「
若
返

り
」
の
意
味
で
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
賀
茂
神
社
の
「
み
あ

れ
」
祭
に
も
み
ら
れ
、
ま
た
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
の
結
婚
と

出
産
の
物
語
、
神
武
皇
后
の
誕
生
事
情
や
、
『
記
』
『
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

の
妻
の
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
物
語
、
景
行
記
の
天
皇
と
オ
ホ
ウ
ス
と

エ
ヒ
メ
ー
オ
ト
ヒ
メ
の
物
語
、
雄
略
記
の
ヲ
ト
ヒ
メ
が
求
婚
を
逃
れ
金
鐙
岡

に
逃
げ
る
物
語
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
景
行
の
求
婚
を
逃
げ
る
ワ
キ
イ
ラ

ツ
メ
の
話
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
ア
ヤ
ト
ヒ
メ
が
求
婚
を
逃
げ
る
話
な
ど

に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
仲
哀
紀
八
年
一
月
四
日
条
で
は
、
神
功
は
自
分
の
船
が
進
ま
な
い

こ
と
に
立
腹
し
た
が
、
土
地
の
土
豪
が
魚
沼
・
鳥
池
を
造
っ
た
の
で
そ
れ
を

見
て
立
腹
が
お
さ
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
上
記
の
景
行
紀
の

②
に
相
当
し
て
お
り
、
他
の
部
分
が
脱
落
し
た
も
の
と
笠
井
氏
は
推
定
し
て

い
る
。
さ
ら
に
笠
井
氏
は
、
神
功
記
に
御
子
（
応
神
）
の
誕
生
に
続
け
て
、

神
功
が
川
で
御
裳
の
糸
を
抜
取
り
鮎
を
釣
っ
た
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ

れ
は
ミ
ソ
ギ
の
神
事
を
物
語
る
も
の
と
解
し
た
。

　
第
三
の
履
中
紀
三
年
一
一
月
六
日
条
は
、
天
皇
は
イ
ハ
レ
イ
チ
シ
池
に

「
両
枝
船
」
を
浮
か
べ
て
皇
妃
と
遊
び
、
時
に
膳
臣
余
磯
が
酒
を
献
上
し
た

が
、
桜
花
が
そ
の
杯
に
舞
い
落
ち
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
池
遊
び
は

元
来
は
立
后
の
儀
式
で
あ
り
、
ミ
ソ
ギ
の
神
事
を
象
徴
し
て
お
り
、
山
ノ
神

で
あ
る
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
の
属
性
が
桜
花
と
し
て
象
徴
さ
れ
、
山
ノ
神

か
ら
田
ノ
神
へ
の
転
化
の
完
了
が
示
さ
れ
て
い
る
と
笠
井
氏
は
い
う
。

　
ま
た
雄
略
記
で
は
求
婚
を
逃
げ
て
金
銀
岡
に
逃
げ
た
話
の
次
に
、
長
谷
の

百
枝
槻
の
下
で
の
宴
会
に
采
女
の
献
上
し
た
盃
に
槻
の
葉
が
落
ち
た
話
か
お

る
が
、
こ
れ
も
上
の
履
中
紀
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
さ

ら
に
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
反
正
の
産
湯
に
虎
杖
（
い
た
ど
り
）
の
花
が
飛

び
散
っ
た
と
あ
る
の
も
、
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。

　
本
稿
の
二
で
後
述
す
る
と
し
た
井
戸
と
花
の
関
係
は
、
以
上
の
笠
井
氏
の

論
考
で
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
笠
井
氏
は
「
説
話
の
繰
り
返
し
パ
タ
ー

ン
」
と
そ
の
登
場
人
物
の
繰
り
返
し
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
『
記
』

『
紀
』
に
つ
い
て
の
み
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
　
Ａ
　
日
向
神
話
の
カ
ム
ア
タ
カ
シ
ツ
ヒ
メ
と
イ
ハ
ナ
ガ
ヒ
メ
の
物
語

　
　
Ｂ
　
同
神
話
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
結
婚
の
物
語

　
　
Ｃ
　
神
武
の
皇
后
の
誕
生
の
物
語

　
　
Ｄ
　
垂
仁
記
紀
の
丹
波
の
五
女
の
物
語

　
　
Ｅ
　
景
行
記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
物
語

　
　
Ｆ
　
景
行
記
の
天
皇
と
オ
ホ
ウ
ス
と
エ
ヒ
メ
ー
オ
ト
ヒ
メ
の
物
語

　
　
Ｇ
　
景
行
紀
の
天
皇
と
オ
ト
ヒ
メ
ー
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
の
物
語

　
　
Ｈ
　
仲
哀
紀
の
神
功
皇
后
の
物
語

　
　
Ｉ
　
履
中
紀
の
履
中
と
皇
后
の
物
語

　
　
Ｊ
　
雄
略
記
の
雄
略
と
采
女
な
ど
の
物
語

　
以
上
の
笠
井
氏
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
説
話
を
あ
ま
り
に
要
素
ご
と
に
細

分
し
た
た
め
に
、
批
判
さ
れ
る
余
地
が
な
く
も
な
い
。
そ
こ
で
、
笠
井
氏
と

同
じ
よ
う
に
、
典
型
例
と
し
て
Ｇ
の
景
行
紀
の
天
皇
と
オ
ト
ヒ
メ
と
ヤ
サ
カ
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イ
リ
ヒ
メ
を
取
り
上
げ
て
、
複
数
の
要
素
を
一
要
素
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

j1
2
　
　
景
行
紀
の
物
語
は
上
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
①
か
ら
④
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ぐ
　
る
Ｏ
こ
の
な
か
か
ら
ヽ
③
池
つ
ま
り
水
が
深
い
関
係
を
持
つ
こ
と
と
、
④
姉

　
　
　
妹
が
登
場
し
一
方
が
身
を
引
く
か
引
か
せ
ら
れ
る
こ
と
、
の
二
要
素
を
兼
備

　
　
　
す
る
物
語
を
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
の
説
話
と
考
え
、
そ
の
例
を
指
摘
し
た
い
。

　
　
　
　
笠
井
氏
の
あ
げ
た
Ａ
か
ら
Ｊ
の
場
合
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
Ｂ
の
日
向
神

　
　
　
話
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
場
合
で
あ
る
。
結
婚
の
場
面
が
海

　
　
　
中
で
あ
り
、
水
に
関
係
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
記
』
『
紀
』
と
も

　
　
　
に
、
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
と
妹
の
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
片
方
が

尚
　
身
を
引
く
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
出
産
場
面
を
目
撃

　
　
　
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ふ
た
た
び
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
は
面
会
し
な
い
の
に
、

　
　
　
妹
の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
ウ
ガ
ヤ
の
妻
と
な
っ
て
お
り
、
片
方
が
身
を
引
く
こ

田
　
　
と
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

奥
　
　
次
に
Ｄ
の
垂
仁
記
紀
の
丹
波
の
五
女
の
物
語
で
あ
る
が
、
垂
仁
皇
后
の
サ

　
　
　
ホ
ヒ
メ
が
兄
と
と
も
に
滅
亡
す
る
に
際
し
、
子
の
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
養
育
者
と

　
　
　
し
て
丹
波
の
五
姉
妹
を
指
名
す
る
。
『
記
』
で
は
そ
の
う
ち
の
二
人
は
、
姿

　
　
　
の
醜
さ
か
ら
返
却
さ
れ
、
そ
れ
を
恥
じ
て
一
人
は
樹
の
枝
に
首
を
く
く
っ
て

　
　
　
死
に
、
も
う
一
人
は
弟
国
の
深
い
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ぬ
。
自
殺
の
場
所
と

　
　
　
し
て
淵
が
記
さ
れ
、
水
に
関
係
す
る
。

　
　
　
　
『
紀
』
で
は
帰
さ
れ
る
の
は
一
人
で
、
弟
国
で
輿
か
ら
落
ち
て
死
ぬ
。

　
　
　
『
紀
』
で
は
水
に
関
係
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
『
紀
』
の
こ

　
　
　
の
女
は
竹
野
媛
で
あ
る
が
、
丹
波
竹
野
媛
は
開
化
紀
で
は
開
化
の
妃
と
し
て

　
　
　
彦
湯
産
隅
（
ひ
こ
ゆ
む
す
み
）
を
生
ん
で
い
る
。
ヒ
コ
ユ
ム
ス
ミ
の
名
は

「
ヒ
コ
（
男
）
・
ユ
　
（
湯
）
・
ム
ス
（
出
現
す
る
・
生
み
出
す
）
・
ミ
（
霊
）
」
で
あ

り
、
湯
を
産
出
す
る
霊
で
あ
る
。
竹
野
媛
は
湯
の
産
出
神
の
母
で
あ
り
、
永

に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｄ
は
完
全
に
要
素

を
兼
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
Ｅ
は
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
の
物
語
で
あ
り
、
水
の
要
素
は
疑
え
な

い
。
し
か
し
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
は
、
姉
あ
る
い
は
妹
が
配
さ
れ
て
い
な

い
。
物
語
と
し
て
は
尾
張
の
ミ
ヤ
ス
ヒ
メ
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、

直
接
に
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
Ｅ
は
除

外
し
て
お
き
た
い
。

　
Ｇ
は
笠
井
氏
が
典
型
例
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
要
素
を
完

備
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
Ｇ
は
景
行
紀
の
記
事
で
、
景
行
記
に
は

対
応
す
る
記
事
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
景
行
記
の
Ｆ
の
物
語
は
、

笠
井
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ｇ
の
変
形
パ
タ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
Ｆ
十
Ｇ
の
形
で
、
景
行
記
紀
に
要
素
を
完
備
し
た
物
語
が
あ
る
こ
と

に
な
る
。

　
次
に
笠
井
氏
が
示
さ
な
か
っ
た
例
を
、
探
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
允
恭
紀
の

忍
坂
大
中
姫
皇
后
の
物
語
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
后
は
即
位
を
し
ぶ

る
允
恭
の
即
位
を
勧
め
て
、
冬
に
水
の
入
っ
た
銃
を
持
ち
、
失
神
す
る
ま
で

寒
風
の
中
に
立
ち
尽
く
す
。
そ
の
後
、
允
恭
は
皇
后
の
妹
オ
ト
ヒ
メ
（
別
名

は
衣
通
郎
姫
＝
そ
と
ほ
し
い
ら
っ
め
）
が
美
女
で
あ
る
と
の
こ
と
で
、
拒
否
す

る
皇
后
に
命
じ
て
強
い
て
妃
と
し
て
献
上
さ
せ
る
。
八
年
二
月
条
に
は
允
恭

が
、
井
戸
の
側
の
桜
花
を
み
て
オ
ト
ヒ
メ
を
愛
で
る
歌
を
作
っ
た
と
あ
り
、

オ
ト
ヒ
メ
も
ま
た
水
に
関
係
す
る
。
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允
恭
記
で
は
対
応
す
る
物
語
は
、
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
物
語
に
変
形
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
同
母
の
兄
妹
の
姦
通
物
語
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

物
語
の
本
質
は
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
冒
頭
に
は
軽
太

子
は
皇
位
継
承
者
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
未
だ
皇
位
に
つ
か
な
い
開
に
同
母

妹
の
「
軽
大
郎
女
」
に
通
じ
た
と
あ
り
、
続
く
軽
太
子
の
歌
の
で
は
自
分
の

気
持
を
「
下
樋
」
つ
ま
り
地
中
の
水
路
や
、
「
霞
」
に
た
と
え
て
い
る
。

　
同
母
妹
と
通
じ
た
こ
と
に
よ
り
人
心
は
軽
太
子
か
ら
ア
ナ
ホ
ミ
コ
に
移
り
、

軽
太
子
は
大
前
小
前
宿
祢
の
家
に
逃
げ
込
み
、
武
装
す
る
。
ア
ナ
ホ
は
軍
を

起
し
大
前
小
前
宿
祢
の
家
を
囲
む
が
、
そ
の
門
に
到
着
す
る
と
激
し
く
氷
雨

が
降
っ
て
き
た
。
戦
闘
を
す
る
こ
と
な
く
軽
太
子
は
捕
ら
え
ら
れ
、
伊
予
の

湯
へ
流
さ
れ
た
。
そ
の
流
さ
れ
る
と
き
に
「
衣
通
王
」
が
歌
を
献
上
し
、
軽

太
子
と
と
も
に
自
殺
し
た
。

　
軽
太
子
の
反
乱
の
前
に
は
「
軽
大
郎
女
」
と
記
さ
れ
る
人
名
が
、
逮
捕
後

で
は
「
衣
通
王
」
の
名
に
変
わ
っ
て
い
る
。
允
恭
記
の
系
譜
部
分
に
は
「
軽

大
郎
女
。
亦
の
名
は
衣
通
郎
女
。
〈
御
名
を
衣
通
王
と
負
は
せ
る
所
以
は
、

其
の
身
の
光
、
衣
よ
り
通
り
出
づ
れ
ば
な
り
。
〉
」
（
〈
〉
は
細
注
）
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
別
名
と
か
「
亦
の
名
」
と
し
て
結
合
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
来

は
別
人
と
し
て
構
想
さ
れ
た
二
人
物
を
一
人
物
に
合
体
し
た
場
合
が
あ
る
こ

と
は
、
す
で
に
指
摘
か
お
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
物
語
に
は
、
「
氷
雨
」
と

い
う
水
の
要
素
を
は
さ
ん
で
、
軽
大
郎
女
か
ら
衣
通
王
へ
変
化
す
る
物
語
で

あ
る
。
景
行
紀
（
Ｇ
）
に
典
型
的
で
あ
っ
た
物
語
が
、
景
行
記
（
Ｆ
）
で
は

天
皇
の
子
の
物
語
に
な
り
、
様
相
も
か
な
り
変
形
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。
つ
ま
り
允
恭
記
紀
に
も
二
要
素
を
兼
備
し
た
物
語
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
允
恭
紀
の
允
恭
が
オ
ト
ヒ
メ
を
召
そ
う
と
し
忍
坂
大
中
姫
が
激

し
く
嫉
妬
し
た
物
語
は
、
泉
谷
康
夫
氏
に
よ
っ
て
、
仁
徳
記
紀
の
仁
徳
が
ヤ

タ
皇
女
を
召
そ
う
と
し
皇
后
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
激
し
い
嫉
妬
を
招
い
た
物
語
と

の
強
い
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
泉
谷
氏
は
允
恭
紀
で
皇
后
が
オ
ト
ヒ
メ
の
献
上
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
面

が
、
「
新
室
の
説
（
う
た
げ
）
」
で
あ
り
、
「
新
室
」
の
古
訓
が
「
に
ひ
み
や
」

で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
「
に
ひ
み
や
」
は
「
新
宮
」
で
あ
り
「
新
宮
」

は
、
神
代
紀
第
七
段
本
文
に
「
ま
た
天
照
大
神
の
新
嘗
（
に
ひ
な
め
き
こ
）

し
め
す
時
を
見
て
、
則
ち
ひ
そ
か
に
新
宮
に
放
戻
（
く
そ
ま
）
る
」
と
あ
り
、

ニ
イ
ナ
メ
の
場
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
「
新
室
」
も
ニ
イ
ナ
メ
の
場

で
あ
り
、
允
恭
紀
の
物
語
は
穀
霊
信
仰
の
儀
式
で
あ
る
ニ
イ
ナ
メ
に
基
づ
く

と
し
、
物
語
を
同
じ
穀
霊
信
仰
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
天
孫
降
臨
神
話
と
類
似

す
る
と
す
る
。

　
た
し
か
に
允
恭
紀
の
こ
の
物
語
に
は
、
懐
妊
中
の
皇
后
が
産
室
に
放
火
し

よ
う
と
す
る
（
天
孫
降
臨
神
話
で
は
カ
ム
ア
タ
カ
シ
ツ
ヒ
メ
が
産
室
に
放
火
し
出
産

す
る
）
、
允
恭
の
歌
に
は
オ
ト
ヒ
メ
が
「
一
夜
妻
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定

で
き
る
（
カ
ム
ア
タ
カ
シ
ツ
ヒ
メ
は
「
一
夜
妻
」
で
あ
る
）
な
ど
の
類
似
は
み
い

だ
せ
る
。
し
か
し
「
新
室
」
の
古
訓
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
う
る
の
か

疑
問
で
あ
り
、
「
新
宮
」
と
「
新
室
」
が
漢
字
と
し
て
は
別
宇
で
あ
る
以
上
、

古
訓
の
み
を
立
脚
点
と
す
る
の
は
や
や
強
引
に
す
ぎ
よ
う
。

　
泉
谷
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
確
か
に
允
恭
紀
の
物
語
は
、
仁
徳
記
紀
の
イ

ハ
ノ
ヒ
メ
の
物
語
に
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
泉
谷
氏
は
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
が
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『
記
』
に
「
豊
楽
（
と
よ
あ
か
り
）
」
の
た
め
に
「
御
綱
柏
（
み
つ
な
か
し
は
）
」

う1
4
　
を
取
り
に
い
っ
た
間
に
物
語
が
は
じ
ま
る
こ
と
、
『
紀
』
に
も
「
御
綱
葉

ぐ
　
（
み
つ
な
が
し
は
）
」
　
を
取
り
に
い
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
儀
礼
に
関

　
　
　
係
し
た
物
語
で
あ
り
、
ニ
イ
ナ
メ
に
関
係
す
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
強

　
　
　
引
に
す
ぎ
る
。
祭
祀
儀
礼
に
は
各
種
あ
る
の
で
あ
り
、
ニ
イ
ナ
メ
の
み
が
祭

　
　
　
祀
儀
礼
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
仁
徳
記
紀
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
物
語
を
、
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
イ
ハ
ノ
ヒ

　
　
　
メ
が
御
綱
柏
（
葉
）
を
取
り
に
い
っ
た
留
守
に
、
仁
徳
は
自
分
の
異
母
妹
の

　
　
　
ヤ
タ
（
『
記
』
で
は
八
田
若
郎
女
、
『
紀
』
で
は
八
田
皇
女
）
と
通
じ
る
。
そ
れ
を

尚
　
知
っ
た
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
、
船
に
乗
っ
た
ま
ま
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
仁
徳
と

　
　
　
再
び
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
が
船
に

　
　
　
乗
っ
て
川
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
ま
た
仁
徳
の
使
者
が
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
と
面
会

田
　
す
る
場
面
が
雨
中
で
あ
る
こ
と
は
ヽ
こ
の
物
語
が
水
に
強
い
関
係
を
持
゜
こ

奥
　
　
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
両
者
の
系
譜
を
み
て
お
こ
う
。
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
『
記
』
で
は
葛
城
之
曽
都

　
　
　
毘
古
（
か
つ
ら
ぎ
の
そ
っ
ひ
こ
）
の
娘
で
あ
り
、
履
中
即
位
前
紀
に
も
葛
城
襲

　
　
　
津
彦
の
娘
と
あ
る
。
ヤ
タ
は
『
記
』
で
は
応
神
と
丸
邁
之
比
布
礼
（
わ
に
の

　
　
　
ひ
ふ
れ
）
の
娘
の
ミ
ャ
ヌ
シ
ャ
カ
ハ
エ
の
間
の
子
で
、
『
紀
』
　
で
は
和
耳
臣

　
　
　
（
わ
に
お
み
）
の
祖
の
日
触
（
ひ
ふ
れ
）
の
娘
の
ミ
ャ
ヌ
シ
ャ
カ
の
間
の
子
で

　
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
父
の
ソ
ツ
ヒ
コ
は
、
孝
元
記
に
は
孝
元
の
孫
の
タ
ケ
ウ
チ

　
　
　
宿
祢
の
子
、
つ
ま
り
孝
元
の
曾
孫
で
あ
る
が
、
『
紀
』
に
は
両
者
の
関
係
は

　
　
　
記
さ
れ
て
い
な
い
。
タ
ケ
ウ
チ
宿
祢
は
応
神
記
紀
や
仁
徳
記
紀
に
も
登
場
す

る
人
物
で
、
タ
ケ
ウ
チ
宿
祢
に
つ
な
が
る
系
譜
は
き
わ
め
て
後
世
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
系
譜
が
本
来
の
も
の

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
一
方
の
ヤ
タ
の
父
の
ワ
ニ
ヒ
フ
レ
は
、
仁
賢
紀
の
細
注
に
も
み
え
、
そ
の

娘
と
仁
賢
の
間
に
山
田
春
日
皇
女
か
お
り
、
ま
た
同
注
に
よ
れ
ば
ワ
ニ
ヒ
フ

レ
は
ワ
ニ
ヒ
ツ
メ
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
ワ
ニ
ヒ
ツ
メ
の
娘
が
生
ん
だ
山
田

春
日
皇
女
は
、
こ
の
仁
賢
紀
で
は
仁
賢
と
の
間
の
皇
女
で
あ
る
が
、
欽
明
紀

で
は
欽
明
と
の
間
の
皇
女
と
な
っ
て
お
り
、
ワ
ニ
ヒ
ツ
メ
に
関
係
す
る
系
譜

の
伝
承
に
混
乱
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
一
人
物
で
あ
る
ワ
ニ
ヒ
フ
レ
の
系
譜
も

ま
た
信
頼
で
き
ず
、
ヤ
タ
の
系
譜
も
本
来
の
形
で
は
な
い
。

　
ヤ
タ
は
『
記
』
『
紀
』
と
も
に
「
八
田
」
と
記
す
が
、
「
八
」
は
「
や
」
と

も
読
む
が
、
別
に
「
は
」
と
も
読
む
。
仁
徳
記
に
は
仁
徳
と
ヤ
タ
の
歌
の
贈

答
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
夜
多
」
と
あ
っ
て
、
「
八
田
」
が
「
ヤ
タ
」
と
読

ま
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
仁
徳
紀
に
は
こ
の
歌
は
な
く
、
「
八
田
」

を
「
ヤ
タ
」
と
す
る
歌
が
本
来
の
も
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
ヤ
タ
＝
八
田
」
は
「
ハ
タ
」
と
も
読
め
る
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
孝

元
記
に
タ
ケ
ウ
チ
宿
祢
の
子
と
し
て
ソ
ツ
ヒ
コ
と
な
ら
ん
で
波
多
八
代
（
は

た
や
し
ろ
）
宿
祢
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
履
中
即
位
前
紀
に
は
、
「
羽

田
矢
代
（
は
た
や
し
ろ
）
宿
祢
」
の
娘
の
黒
媛
を
妃
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
端
を
発
す
る
物
語
か
お
る
。

　
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
が
タ
ケ
ウ
チ
宿
祢
の
子
の
ソ
ツ
ヒ
コ
に
結
合
さ
れ
、
ヤ
タ
の

「
八
田
」
を
ハ
タ
と
読
み
さ
え
す
れ
ば
、
や
は
り
タ
ケ
ウ
チ
宿
祢
の
子
の
ハ

タ
ヤ
シ
ロ
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
と
ヤ
タ
は
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同
族
関
係
で
あ
り
、
姉
妹
が
同
族
関
係
に
変
形
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
ヤ
タ
は

別
氏
の
系
譜
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
現
在
の
形
と
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
物
語
の
中
で
も
『
記
』
は
、
仁
徳
か
ら
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
も
と
へ
派
遣
さ
れ

た
使
者
を
、
丸
邁
臣
口
子
（
わ
に
お
み
く
ち
こ
）
と
す
る
。
同
使
者
を
『
紀
』

は
本
文
で
は
的
臣
（
い
く
は
お
み
）
の
祖
の
口
持
（
く
ち
も
ち
）
と
す
る
が
、

細
注
に
は
コ
云
」
と
し
て
和
班
臣
（
わ
に
お
み
）
の
祖
の
口
持
と
す
る
。

そ
の
使
者
の
妹
が
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
は
『
記
』
『
紀
』
に

共
通
し
、
ワ
ニ
氏
が
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
に
近
侍
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
ヤ
タ
を
ワ
ニ
系
と
し
て
も
、
ワ
ニ
は
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
近
侍
氏
族
で
あ
り
、

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
と
ヤ
タ
が
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
と
ヤ
タ
の
近
し
い
関
係
が
う
か
が
え
、

物
語
の
原
型
で
は
姉
妹
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
仁
徳
記
紀
の
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
物
語
も
、
二
要
素
を
兼
備

し
た
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
水
の
女
と
水
の
ミ
コ
の
物
語

　
前
項
の
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
よ
う
。
水
と
強
い
関
係
を
持
つ
姉
妹
が
登

場
し
、
主
人
公
と
婚
姻
関
係
を
持
ち
、
一
方
が
身
を
引
く
か
引
か
せ
ら
れ
る

形
の
結
末
に
な
る
物
語
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
贈
　
日
向
神
話
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
ー
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の

　
　
　
物
語

　
国
　
垂
仁
記
紀
の
垂
仁
と
丹
波
の
五
女
の
物
語

　
㈲
　
景
行
記
紀
の
景
行
と
オ
ト
ヒ
メ
ー
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
の
物
語
（
『
記
』

　
　
　
で
は
オ
ホ
ウ
ス
と
エ
ヒ
メ
ー
オ
ト
ヒ
メ
の
物
語
）

　
㈲
　
仁
徳
記
紀
の
仁
徳
と
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ー
ヤ
タ
の
物
語

　
㈲
　
允
恭
記
紀
の
允
恭
と
オ
シ
サ
カ
オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
ー
オ
ト
ヒ
メ
の
物

　
　
　
語
（
『
記
』
で
は
カ
ル
太
子
と
カ
ル
大
郎
女
・
衣
通
王
の
物
語
）

　
㈹
の
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
子
の
ウ
ガ
ヤ
は
、
海
辺
に
誕
生

す
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
国
は
垂
仁
皇
子
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
の
養
育
に
関
す

る
物
語
で
あ
る
。
応
神
ホ
ム
タ
ワ
ケ
の
誕
生
地
が
、
ウ
ミ
（
海
）
・
カ
タ

（
潟
）
で
あ
る
こ
と
、
ホ
ム
タ
ワ
ケ
（
上
宮
記
逸
文
に
「
凡
牟
都
和
希
」
）
の
名

は
ホ
ム
ツ
ワ
ケ
（
『
記
』
に
「
品
牟
都
和
気
」
）
と
同
一
で
あ
り
、
両
者
は
原
型

で
は
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
ホ
ム
タ
ワ
ケ

の
誕
生
地
の
ウ
ミ
（
海
）
・
力
夕
（
潟
）
は
、
㈲
の
被
養
育
者
垂
仁
皇
子
ホ
ム

ツ
ワ
ケ
の
誕
生
地
で
も
あ
る
。

　
㈲
に
つ
い
て
は
景
行
の
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
景
行
と
ハ
リ
マ
イ
ナ
ビ

の
間
の
子
で
あ
り
、
オ
ト
ヒ
メ
や
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
と
直
接
の
関
係
は
な
い
。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
母
ハ
リ
マ
イ
ナ
ビ
は
『
紀
』
で
は
景
行
皇
后
で
あ
り
、
そ

の
死
後
に
は
ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
が
皇
后
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
系
譜
上
で
は
、

ヤ
サ
カ
イ
リ
ヒ
メ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
継
母
の
位
置
に
あ
る
。
こ
の
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
は
、
『
記
』
『
紀
』
と
も
に
イ
ブ
牛
山
で
神
の
崇
り
を
受
け
、
清
水
の

水
で
蘇
生
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
水
辺
の
誕
生
の
変
形
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
削
・
出
・
㈲
の
三
例
か
ら
み
て
、
残
る
二
例
に
も
水
辺
に
誕
生
す

る
ミ
コ
の
存
在
が
予
想
で
き
る
。
㈲
の
仁
徳
と
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
間
の
子
に
ミ
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ツ
ハ
ワ
ケ
か
お
る
が
、
こ
の
名
は
水
神
ミ
ツ
ハ
　
（
ノ
メ
＝
の
女
）
神
そ
の
も

う1
6
　
　
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
名
を
持
つ
ミ
コ
は
、
当
然
に
水
中
に
出
生
す
べ
き
も

ぐ
　
　
の
で
あ
る
。
そ
の
出
現
場
所
が
イ
ソ
ノ
カ
ミ
で
あ
り
、
水
辺
の
寓
意
が
あ
る

　
　
　
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

　
　
　
　
困
に
つ
い
て
は
、
允
恭
と
オ
シ
サ
カ
オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
の
間
の
子
の
ア
ナ

　
　
　
ホ
天
皇
（
安
康
）
の
宮
が
、
『
記
』
『
紀
』
と
も
に
石
上
穴
穂
（
い
そ
の
か
み
あ

　
　
　
な
ほ
）
で
あ
り
、
磯
の
上
で
の
統
治
を
意
味
す
る
こ
と
、
『
記
』
に
ア
ナ
ホ

　
　
　
が
カ
ル
を
攻
撃
す
る
際
に
氷
雨
が
降
っ
て
き
た
と
あ
る
こ
と
（
『
紀
』
で
は
歌

　
　
　
で
当
日
が
雨
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
『
記
』
『
紀
』
に
共
通
し
て
氷
雨
と
と
も
に
ア

尚
　
　
ナ
ホ
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
）
な
ど
に
、
ア
ナ
ホ
の
水
辺
の
誕
生
が
暗
示
さ
れ

　
　
　
て
い
る
。

　
　
　
　
允
恭
と
オ
シ
サ
カ
オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
の
間
の
子
は
、
他
に
雄
略
オ
ホ
ハ
ツ

ｍ
　
　
セ
が
あ
る
・
雄
略
即
位
前
紀
に
は
「
長
而
杭
健
・
過
人
」
と
あ
る
・
大
系
本

奥
　
『
紀
』
は
こ
れ
を
「
長
（
ひ
と
と
な
）
り
て
杭
健
（
た
く
ま
）
し
き
こ
と
、
人

　
　
　
に
過
ぎ
た
ま
ひ
き
」
と
読
ま
せ
る
。
し
か
し
允
恭
記
の
ツ
ブ
ラ
オ
ミ
攻
撃
の

　
　
　
場
面
で
は
、
オ
ホ
ハ
ッ
セ
は
「
矛
を
杖
に
し
て
、
そ
の
内
を
臨
み
」
と
身
長

　
　
　
が
長
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
雄
略
紀
に
は
「
長
人
（
た
き
た
か
き
ひ

　
　
　
と
）
」
　
一
言
主
神
と
オ
ホ
ハ
ツ
セ
の
「
面
貌
容
儀
（
か
ほ
す
が
た
）
」
が
似
て

　
　
　
い
た
と
あ
り
、
「
長
而
」
は
「
た
き
た
か
く
し
て
（
身
長
が
長
大
で
）
」
と
読

　
　
　
ん
だ
方
が
よ
い
。

　
　
　
　
と
も
か
く
も
オ
ホ
ハ
ツ
セ
は
長
大
で
あ
り
、
こ
れ
は
反
正
記
に
反
正
ミ
ツ

　
　
　
ハ
ワ
ケ
を
「
御
身
の
長
（
た
け
）
、
九
尺
二
寸
半
」
と
長
大
で
あ
る
こ
と
に

　
　
　
一
致
す
る
。
中
国
で
は
水
神
は
長
大
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
安
康
即
位

前
紀
に
は
オ
ホ
ハ
ツ
セ
は
ミ
ツ
ハ
ワ
ケ
の
娘
だ
ち
と
結
婚
し
よ
う
と
し
た
と

あ
る
こ
と
、
雄
略
記
に
は
引
田
部
赤
猪
子
の
物
語
や
吉
野
川
の
水
神
と
の
交

渉
の
物
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
オ
ホ
ハ
ツ
セ
は
水
神
に
縁
が
深
い
も
の

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
考
え
れ
ば
、
オ
ホ
ハ
ツ
セ
の
「
ハ
」
は
水
神
ミ
ツ
ハ
の
「
ハ
」
に
ち

な
む
も
の
で
あ
り
、
「
刃
の
よ
う
な
清
烈
さ
」
と
い
う
形
容
語
で
あ
る
。

「
セ
」
は
「
瀬
」
で
水
辺
を
意
味
す
る
か
ら
、
ハ
ツ
セ
は
「
ハ
（
清
烈
さ
）
・

ツ
（
の
）
・
セ
（
瀬
）
」
と
い
う
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
オ
ホ
（
大
）
を
付
し
た

も
の
が
オ
ホ
ハ
ツ
セ
で
、
地
名
の
ハ
ツ
セ
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
命
名
で
、

地
名
に
よ
り
オ
ホ
ハ
ツ
セ
の
名
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
。

　
清
冽
な
瀬
が
ハ
ツ
セ
と
表
現
さ
れ
、
ヤ
マ
ト
で
の
代
表
的
な
ハ
ツ
セ
が
三

輪
山
南
麓
に
位
置
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
水
神
と
交
渉
を
持
つ
物
語
の
主

人
公
の
名
と
し
て
「
清
冽
な
瀬
」
つ
ま
り
ハ
ツ
セ
が
構
想
さ
れ
、
そ
れ
が
結

果
的
に
は
地
名
と
一
致
す
る
た
た
め
に
そ
の
場
所
と
結
合
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

　
オ
ホ
ハ
ツ
セ
は
そ
の
名
の
意
味
か
ら
考
え
て
、
セ
（
瀬
）
つ
ま
り
水
辺
の

誕
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
に
ア
ナ
ホ
（
安
康
）
も
オ
ホ
ハ
ツ
セ

（
雄
略
）
も
、
水
辺
に
誕
生
す
る
イ
メ
ー
ジ
か
お
る
。
こ
の
よ
う
に
上
記
の

五
例
は
、
そ
の
子
の
誕
生
に
も
共
通
性
か
お
り
、
原
型
で
は
一
つ
の
物
語
に

収
斂
す
る
の
で
あ
る
。
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反正ミツハワケ・雄略オホハツセなどの名と物語( 17 )

ま
と
め
に
か
え
て

　
『
記
』
『
紀
』
の
物
語
、
な
か
ん
ず
く
『
記
』
の
物
語
に
は
繰
り
返
し
の
パ

タ
ー
ン
が
多
い
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
し
、
以
上
に
も
み
た
と

お
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
問
題
は
こ
の
現
象
を
ど
の

よ
う
に
理
解
す
る
か
、
そ
の
理
解
の
方
法
（
コ
ー
ド
）
に
あ
る
。

　
ま
ず
「
池
」
と
牛
サ
キ
の
物
語
を
問
題
に
し
た
笠
井
氏
の
場
合
を
み
よ
う
。

笠
井
氏
は
、
「
島
大
臣
」
と
よ
ば
れ
た
蘇
我
馬
子
の
場
合
に
は
三
人
を
后
妃

に
立
て
て
い
る
、
藤
原
不
比
等
の
邸
宅
に
山
池
か
お
り
宮
子
と
光
明
子
が
あ

る
な
ど
の
例
に
も
、
脈
々
と
池
と
キ
サ
キ
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

い
う
。
池
と
キ
サ
キ
の
物
語
の
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
は
、
明
瞭
に
は
示
さ
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
古
い
時
代
の
キ
サ
キ
に
関
す
る
史
実
と
み
な
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
は
、
そ
う
し
た
史

実
の
古
い
時
代
か
ら
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
蘇
我
馬
子
の
場
合
も
『
紀
』
の
範
囲
内
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
含
め
て
、

『
紀
』
に
は
池
と
キ
サ
牛
の
関
係
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
『
紀
』
以
外
で
は
、

不
比
等
の
場
合
に
も
池
と
キ
サ
牛
の
関
係
が
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
、

繰
り
返
し
中
の
ど
の
ひ
と
つ
を
史
実
と
認
定
す
る
か
は
水
掛
論
で
あ
り
、

『
紀
』
の
史
実
性
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
不
比
等
の
例
を
も
っ
て
史
実

と
し
、
そ
れ
か
ら
『
紀
』
の
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
が
創
作
さ
れ
た
と
考
え
る

の
が
、
最
も
論
理
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
は
、
最
終
の

も
の
を
基
準
と
し
、
以
外
は
創
作
の
た
め
の
架
上
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
コ
ー

ド
で
解
読
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
泉
谷
氏
の
場
合
で
あ
る
が
、
氏
は
允
恭
と
オ
シ
サ
カ
オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ

メ
ー
オ
ト
ヒ
メ
の
物
語
と
、
仁
徳
と
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
ー
ヤ
タ
の
物
語
が
酷
似
す

る
こ
と
、
そ
れ
は
新
嘗
（
に
ひ
な
め
）
の
神
事
に
基
づ
く
説
話
で
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。
允
恭
や
仁
徳
の
こ
れ
ら
の
物
語
は
、
ニ
イ
ナ
メ
に
関
係
す
る
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。
ニ
イ
ナ
メ

に
基
づ
く
説
話
に
は
「
一
夜
妻
」
の
物
語
が
含
ま
れ
る
と
し
、
「
一
夜
妻
」

の
慣
行
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
イ
ナ
メ
の
儀
礼
か
ら
物
語
が
独
立

し
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
上
で
、
「
一
夜
妻
」
の
慣
行
の
消
滅
に
決
定
的
で

あ
っ
た
の
は
、
女
帝
推
古
の
即
位
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い

の
は
、
ニ
イ
ナ
メ
儀
式
か
ら
物
語
が
独
立
す
る
の
を
、
推
古
朝
と
す
る
理
解

で
あ
る
。

　
泉
谷
氏
の
ニ
イ
ナ
メ
の
理
解
の
基
本
は
、
主
と
し
て
岡
田
精
司
氏
の
研
究

に
あ
る
。
ニ
イ
ナ
メ
は
奈
良
時
代
に
も
継
続
す
る
神
事
で
あ
る
が
、
そ
の
具

体
相
は
『
延
喜
式
』
に
大
嘗
祭
（
即
位
直
後
の
御
代
は
じ
め
の
新
嘗
祭
）
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
を
基
準
に
、
『
記
』
や
『
紀
』
の
記
述
を

加
味
し
つ
つ
ニ
イ
ナ
メ
神
事
が
復
原
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
記
』
や
『
紀
』

を
使
っ
た
基
準
を
も
っ
て
、
『
記
』
や
『
紀
』
を
理
解
す
る
の
は
、
ａ
尺
で

計
測
し
て
印
を
つ
け
た
諸
点
を
新
た
に
四
尺
で
計
る
の
と
同
じ
こ
と
で
、
明

ら
か
に
非
論
理
態
度
で
あ
る
。

　
ニ
イ
ナ
メ
と
「
一
夜
妻
」
の
関
係
に
は
問
題
か
お
る
が
、
泉
谷
説
を
認
め

る
と
し
て
も
、
ニ
イ
ナ
メ
は
『
記
』
『
紀
』
編
纂
時
点
に
も
行
な
わ
れ
て
お
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り
、
女
帝
も
同
期
に
は
持
統
、
元
明
、
元
正
と
三
代
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ニ

う1
8
　
　
イ
ナ
メ
と
女
帝
の
組
み
合
せ
も
一
種
の
繰
り
返
し
パ
タ
ー
ン
と
み
れ
ば
、
こ

ぐ
　
の
場
合
も
最
後
の
も
の
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
と
い
う
コ
ー
ド
で
理
解
す

　
　
　
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
こ
の
理
解
コ
ー
ド
を
強
調
す
る
の
は
、
ひ
と
っ
に
は
た
と
え
ば
和
風
謐
号

　
　
　
の
共
通
性
か
ら
天
皇
名
の
虚
偽
性
を
論
じ
た
水
野
祐
氏
ら
の
研
究
に
対
し
、

　
　
　
逆
に
古
い
時
代
の
天
皇
名
を
史
実
と
み
な
し
、
そ
れ
と
共
通
す
る
後
世
の
天

　
　
　
皇
名
を
伝
統
に
基
づ
く
命
名
と
し
て
合
理
化
す
る
論
理
が
存
在
す
る
か
ら
で

　
　
　
あ
る
。
ま
た
泉
谷
氏
の
よ
う
に
神
事
あ
る
い
は
祭
祀
儀
礼
か
ら
説
話
が
形
成

尚
　
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
も
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
神
事
や

　
　
　
祭
祀
儀
礼
を
「
古
い
時
代
」
の
も
の
と
措
定
し
、
し
か
も
そ
の
措
定
自
体
が

　
　
　
『
記
』
『
紀
』
に
よ
る
と
い
う
矛
盾
を
お
か
し
つ
つ
、
『
記
』
『
紀
』
の
古
さ
を

田
　
述
べ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
・

奥
　
　
『
記
』
『
紀
』
　
の
編
纂
時
点
ま
で
を
視
野
に
い
れ
た
上
で
、
繰
り
返
し
パ

　
　
　
タ
ー
ン
が
発
見
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
基
準
に
他
の
繰
り
返
し
は
架
上
に
す
ぎ

　
　
　
な
い
と
い
う
理
解
コ
ー
ド
で
『
記
』
『
紀
』
を
、
少
な
く
と
も
両
書
に
物
語

　
　
　
の
記
載
が
あ
る
部
分
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
「
反
映

　
　
　
法
」
と
よ
ば
れ
る
範
躊
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
目
新
し
い
主
張
で
は

　
　
　
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
厳
密
に
こ
の
コ
ー
ド
に
即
し
て
理
解
す
れ
ば
、

　
　
　
『
記
』
『
紀
』
は
架
空
の
物
語
集
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
『
記
』
『
紀
』
に
関
す

　
　
　
る
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
　
岸
俊
男
「
十
二
支
と
古
代
人
名
」
（
同
’
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
　
一
九

　
　
　
七
三
年
・
塙
書
房
）

（
２
）
　
関
和
彦
「
古
代
戸
籍
の
基
礎
的
考
察
」
（
続
日
本
紀
研
究
二
一
九
号
・
一

　
　
　
九
八
二
年
）

（
３
）
　
中
田
興
吉
「
命
名
か
ら
み
た
八
世
紀
初
頭
の
家
族
像
」
（
日
本
歴
史
五
一

　
　
　
三
号
・
一
九
九
一
年
）

（
４
）
　
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』
（
同
著
作
集
第
一
巻
・
一
九
六
三

　
　
　
年
・
岩
波
書
店
）

（
５
）
　
水
野
祐
『
増
訂
日
本
古
代
王
朝
史
序
説
』
（
一
九
五
九
年
・
小
宮
山
書
店
）

（
６
）
　
篠
原
幸
久
「
欠
史
八
代
王
統
譜
に
つ
い
て
」
（
ヒ
ス
ト
リ
ア
ー
三
九
号
・

　
　
　
一
九
九
三
年
）

（
７
）
　
黛
弘
道
「
古
代
王
朝
交
替
論
」
（
同
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
　
一
九

　
　
　
八
二
年
・
吉
川
弘
文
館
）

（
８
）
　
鈴
鹿
千
代
乃
「
『
欠
史
八
代
』
の
意
義
」
（
国
学
院
雑
誌
八
一
二
一
丁
一

　
　
　
九
八
一
年
）

（
９
）
　
高
崎
正
秀
「
御
肇
国
天
皇
の
本
義
」
（
同
『
文
学
以
前
』
　
一
九
七
一
年
・

　
　
　
桜
楓
社
）
〕

（
1
0
）
　
吉
井
巌
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
　
一
・
二
　
（
一
九
六
七
年
・
一
九
七
六

　
　
　
年
・
塙
書
房
）

（
Ｈ
）
　
黒
田
達
也
「
景
行
・
応
神
・
仁
徳
三
天
皇
の
実
在
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
日

　
　
　
本
歴
史
四
六
一
号
・
一
九
八
六
年
一
〇
月
）

（
ロ
ー
）
　
篠
原
幸
久
「
応
神
天
皇
の
始
祖
像
に
つ
い
て
Ｉ
そ
の
名
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」

　
　
　
（
続
日
本
紀
研
究
二
五
五
号
・
一
九
八
八
年
一
月
）

（
1
3
）
　
篠
原
幸
久
「
上
宮
記
逸
文
の
『
凡
牟
都
和
希
』
と
記
紀
の
応
神
天
皇
－
ホ

　
　
　
ム
ツ
ワ
ケ
ー
ホ
ム
タ
ワ
ケ
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
続
日
本
紀
研
究
二

　
　
　
七
四
号
・
一
九
九
一
年
四
月
）

（
1
4
）
　
す
で
に
大
系
本
『
紀
』
　
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
神
武
に
い
た
る
系
譜
に
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反正ミツハワケ・雄略オホハツセなどの名と物語∩9）

　
　
　
「
ホ
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
ホ
」
に
つ

　
　
　
い
て
も
本
居
宣
長
の
「
稲
穂
」
と
す
る
説
を
紹
介
し
、
別
に
「
ホ
」
は

　
　
　
「
火
」
で
も
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
と
は
別
に
「
波
」
を
神
武
紀
で
は
「
浪

　
　
　
秀
（
な
み
の
ほ
）
」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
「
ホ
」
は
「
典
型
」
の
意
味
で

　
　
　
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
代
表
す
る
。
な
か
で
も
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
ス
サ

　
　
　
ノ
ヲ
の
息
吹
か
ら
誕
生
す
る
よ
う
に
、
息
吹
の
典
型
つ
ま
り
「
水
の
性
」

　
　
　
や
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
　
「
鵜
　
（
ウ
）
」
な
ど
鳥
類
の
典
型
で
あ
る

　
　
　
「
羽
（
ハ
）
」
は
「
ホ
」
に
転
音
し
う
る
か
ら
「
鳥
の
性
」
を
も
合
わ
せ
た

　
　
　
多
重
イ
メ
ー
ジ
が
「
ホ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

　
　
　
稿
の
二
に
詳
述
す
る
。

（
1
5
）
　
『
万
葉
集
』
の
ム
タ
の
用
例
は
、
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
・
索
引
編
』

　
　
　
（
一
九
七
七
年
・
中
央
公
論
社
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
ム
タ
（
牟
多
）
＝
一
五
Ｉ
呂
Ｓ
（
可
是
能
牟
多
）
・
司
ｊ
（
君
我
牟
多
）
、
二

　
　
　
〇
－
４
３
２
１
（
加
曳
我
牟
多
）

　
　
　
ム
タ
（
共
）
旦
〒
昌
ス
浪
之
共
）
・
乙
鴛
浪
之
共
）
こ
謡
（
火
之
風
之
共
）
、

　
　
　
四
-
６
１
９
（
浪
之
共
）
、
六
－
吝
忠
（
塩
干
之
共
）
、
九
－
１
８
０
４
（
神
之
共
）
、

　
　
　
一
〇
－
１
８
３
８
（
風
之
共
）
、
こ
〒
呂
旋
（
浪
之
共
）
・
β
ｇ
（
風
之
共
）
、
一

　
　
　
六
１
３
８
７
１
（
人
之
共
）

（
1
6
）

（
1
7
）

津
田
左
右
吉
＝
注
（
４
）

「
ア
ナ
」
は
感
嘆
詞
「
あ
あ
」
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
「
穴
・
孔
（
あ

な
）
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
同
時
に
こ
め
ら
れ
れ
い
る
。

（
1
8
）
　
拙
著
で
は
、
雄
略
の
名
を
ワ
カ
タ
ケ
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
た
た
め
に
、

　
　
　
若
干
こ
こ
で
の
整
理
と
相
違
す
る
誤
り
を
お
か
し
た
。
後
述
す
る
が
、
雄

　
　
　
略
は
『
記
』
『
紀
』
で
は
オ
ホ
ハ
ッ
セ
の
名
が
主
で
あ
り
、
オ
ホ
ハ
ツ
セ

　
　
　
と
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
は
副
次
的
な
名
で
あ
る
。

　
　
　
オ
ホ
ハ
ツ
セ
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
本
稿
の
五
で
そ
れ
を
果
た
す
。
な
お

　
　
　
注
（
3
4
）
・
（
3
5
）
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
1
9
）
　
川
口
勝
康
「
瑞
刃
刀
と
大
王
号
の
成
立
」
（
井
上
光
貞
還
暦
記
念
『
古
代

　
　
　
史
論
叢
』
上
・
一
九
七
八
年
・
吉
川
弘
文
館
）

（
2
0
）
　
こ
れ
は
神
武
東
征
物
語
で
、
河
内
上
陸
時
に
兄
の
イ
ツ
セ
が
重
傷
を
受
け

　
　
　
て
や
が
て
死
去
し
神
武
に
主
人
公
が
交
替
す
る
の
と
同
じ
状
況
設
定
で
あ

　
　
　
る
。

（
2
1
）
　
石
上
神
宮
の
武
器
庫
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
大
系
本
『
紀
』
頭
注
に
も
指

　
　
　
摘
か
お
る
ほ
か
指
摘
が
多
い
。
近
年
で
は
た
と
え
ば
和
田
草
編
『
大
神
と

　
　
　
石
上
』
（
一
九
八
八
年
・
筑
摩
書
房
）
な
ど
。

（
９
９
一
）
　
大
野
晋
ら
『
古
語
辞
典
』
（
一
九
七
四
年
・
岩
波
書
店
）
。
な
お
本
稿
の
古

　
　
　
代
語
の
解
釈
は
基
本
的
に
は
本
辞
典
に
よ
っ
た
。

（
2
3
）
　
岡
田
精
司
『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
（
一
九
七
〇
年
・
塙
書
房
）

（
2
4
）
　
折
口
信
夫
「
皇
子
誕
生
の
物
語
」
（
同
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
〇
巻
・

　
　
　
一
九
六
七
年
・
中
央
公
論
社
）

（
2
5
）
　
阪
下
圭
八
「
八
十
島
祭
の
影
」
（
日
本
文
学
三
二
－
八
・
一
九
七
三
年
）

（
2
6
）
　
倉
塚
嘩
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
（
上
）
（
中
）
（
下
）
」
（
文
学
五
〇
Ｉ
Ｔ

　
　
　
二
こ
二
、
一
九
八
二
年
）

（
2
7
）
　
折
口
信
夫
　
「
水
の
女
」
　
（
同
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
・
一
九
七
三

　
　
　
年
・
中
央
公
論
社
）

（
2
8
）
　
笠
井
昌
昭
「
日
本
書
紀
を
中
心
と
し
た
池
の
伝
承
に
つ
い
て
」
　
（
三
品
彰

　
　
　
英
編
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
四
冊
・
一
九
七
〇
年
・
塙
書
男
）

（
2
9
）

（
3
0
）

金
田
一
京
助
「
山
の
神
考
」
（
民
族
二
巻
三
・
一
九
二
七
年
）

吉
井
巌
氏
〔
注
（
1
0
）
〕
　
の
系
譜
分
析
な
ど
、
す
で
に
か
か
る
指
摘
は
多

い
。

（
3
1
）
　
泉
谷
康
夫
「
磐
之
媛
命
と
忍
坂
大
中
姫
命
」
（
角
田
文
衛
古
稀
記
念
会

　
　
　
『
古
代
学
叢
論
』
一
九
八
三
年
・
同
会
）

（
3
2
）
　
津
田
左
右
吉
＝
注
（
４
）
／
日
野
昭
「
武
内
宿
祢
と
そ
の
後
裔
」
（
同
『
日

　
　
　
本
古
代
氏
族
伝
承
の
研
究
』
　
一
九
七
一
年
・
永
田
文
昌
堂
）
／
岸
俊
男

　
　
　
「
た
ま
き
は
る
内
の
朝
臣
」
・
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
同
『
日

　
　
　
本
古
代
政
治
史
研
究
』
　
一
九
六
六
年
・
塙
書
房
）

（
3
3
）
　
葛
城
系
と
対
応
し
て
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
が
措
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
岸
俊
男

　
　
　
氏
〔
注
（
3
2
）
〕
が
指
摘
し
た
。
古
い
時
代
を
除
け
ば
、
新
し
い
ワ
ニ
系
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（20）尚奥　　田

　
　
　
の
后
妃
は
雄
略
な
い
し
仁
賢
に
は
じ
ま
る
。
新
し
い
ワ
ニ
系
后
妃
の
始
祖

　
　
　
的
な
位
置
に
ヤ
タ
を
配
す
る
構
想
か
ら
、
ヤ
タ
が
ワ
ニ
系
と
結
合
さ
れ
た
。

　
　
　
泉
谷
氏
〔
注
（
3
1
）
〕
は
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
の
本
来
の
位
置
は
ワ
ニ
系
で
あ
る

　
　
　
と
す
る
。

（
3
4
）
　
注
（
1
8
）
に
も
関
係
す
る
が
、
雄
略
の
『
記
』
『
紀
』
で
の
大
半
の
名
前

　
　
　
は
オ
ホ
ハ
ツ
セ
で
あ
り
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

　
　
　
オ
ホ
ハ
ツ
セ
を
基
本
に
雄
略
の
名
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ワ
カ
タ
ケ
ル

　
　
　
は
付
属
要
素
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
は
、
墓

　
　
　
誌
的
な
性
格
か
お
り
、
北
魏
の
墓
誌
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
ワ
カ
タ
ケ
ル

　
　
　
を
雄
略
と
す
る
定
説
に
は
疑
義
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に

　
　
　
論
じ
た
い
。

（
3
5
）
　
オ
ホ
ハ
ッ
セ
の
名
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
オ
ホ

　
　
　
ハ
ッ
セ
の
ハ
ツ
セ
は
神
武
の
兄
の
イ
ッ
セ
の
名
に
類
似
す
る
。
イ
ツ
セ
の

　
　
　
「
セ
」
は
神
稲
の
意
味
の
「
サ
」
の
音
転
で
あ
る
こ
と
を
、
大
系
本
『
紀
』

　
　
　
の
頭
注
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
文
で
も
触
れ
た
。
こ
れ
か
ら
す
れ

　
　
　
ば
ハ
ツ
セ
の
「
セ
」
も
、
「
サ
」
の
音
転
と
考
え
ら
れ
、
ハ
ツ
セ
は
「
ハ

　
　
　
ツ
（
初
）
・
セ
（
神
稲
）
」
で
「
初
穂
」
と
い
う
に
等
し
い
。

　
　
　
　
ま
た
ホ
ム
タ
ワ
ケ
（
応
神
）
の
別
名
に
イ
ザ
サ
ワ
ケ
が
あ
り
、
こ
れ
は

　
　
　
「
イ
ザ
（
誘
う
言
葉
）
・
サ
（
神
稲
）
」
で
あ
り
、
「
イ
ザ
（
誘
う
言
葉
）
・

　
　
　
ホ
（
稲
穂
）
」
（
イ
ザ
ホ
＝
履
中
）
と
同
じ
語
で
あ
る
。
神
武
東
征
物
語
で

　
　
　
は
イ
ツ
セ
の
死
去
に
よ
り
主
人
公
が
神
武
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
に
交
替
す
る
が
、

　
　
　
こ
れ
も
イ
ツ
セ
と
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
同
一
性
を
暗
示
し
た
も
の
と
み
る
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
。
安
康
ア
ナ
ホ
の
暗
殺
に
よ
り
オ
ホ
ハ
ツ
セ
が
皇
位
を
継
承

　
　
　
す
る
次
第
は
、
同
様
に
ア
ナ
ホ
と
オ
ホ
ハ
ツ
セ
の
同
一
性
を
暗
示
す
る
こ

　
　
　
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
『
ホ
』
ミ
コ
」
の
物
語
が
、
安
康
に
で
は
な

　
　
　
く
雄
略
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
水
辺
に
誕
生
す
る
ミ
コ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
折
口
信
夫
〔
注
（
2
4
）
〕
も
い

　
　
　
う
よ
う
に
、
産
湯
の
儀
式
に
あ
る
。
産
湯
を
担
当
す
る
の
が
「
水
の
女
」

　
　
　
で
あ
り
、
そ
れ
に
田
の
神
と
山
の
神
の
変
身
譚
が
付
さ
れ
た
も
の
が
、
こ

（
3
7
）

（
3
8
）

（
3
9
）

（
4
0
）

れ
ら
五
例
の
物
語
の
原
型
で
あ
る
。
水
辺
の
皇
子
や
水
の
女
は
と
も
に
、

何
ら
か
の
史
実
を
背
景
に
し
た
存
在
で
は
な
い
。

笠
井
昌
昭
＝
注
（
2
4
）

泉
谷
康
夫
＝
注
（
3
1
）

岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
」
〔
注
（
2
3
）
〕

和
風
謐
号
の
問
題
は
津
田
左
右
吉
氏
〔
注
（
４
）
〕
　
に
は
じ
ま
り
、
水
野

祐
氏
〔
注
（
５
）
〕
を
経
て
、
井
上
光
貞
『
神
話
か
ら
歴
史
へ
』
二
九
六

五
年
・
中
央
公
論
社
）
な
ど
に
よ
り
広
く
認
知
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
時

野
谷
滋
「
日
本
古
代
王
朝
交
替
説
の
根
本
問
題
」
（
大
倉
山
論
叢
二
Ｉ

号
・
一
九
八
七
年
）
は
、
新
し
い
和
風
謐
号
が
古
い
和
風
謐
号
を
継
承
し

た
も
の
と
し
、
称
号
部
分
の
古
さ
を
主
張
し
た
。
な
お
『
記
』
『
紀
』
の

物
語
と
神
事
や
祭
祀
儀
礼
に
は
深
い
関
係
が
あ
る
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
も

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
解
が
成
立
し
う
る
危
険
性
を
充
分

に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
神
事
な
ど
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
だ
け

で
は
、
『
記
』
『
紀
』
の
物
語
の
よ
う
な
史
実
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
神

事
な
ど
と
な
っ
て
存
在
す
る
と
し
、
神
事
と
『
記
』
『
紀
』
の
物
語
の
淵

源
を
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
理
由
に
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
、
新
し
い
八
十
嶋
祭
の
起
源
が
、
古
い
史

実
の
投
影
と
す
る
説
が
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
批
判
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
三
年
九
月
二
八
日
　
受
理
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